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2026 年１月 29 日 

各 位 

 
会 社 名 株 式 会 社 メ タ プ ラ ネ ッ ト 

代 表 者 名 代表取締役社長 サイモン・ゲロヴィッチ 

 （スタンダードコード：3350） 

問 合 せ 先 I R 部 長    中  川  美  貴 

電 話 番 号 03-6772-3696 

 

第三者割当による新株式及び第 25回新株予約権の発行に関するお知らせ 
 

当社は、2026 年１月 29 日（以下「発行決議日」といいます。）付の取締役会において、下記のとお

り、第三者割当による当社普通株式（以下「本株式」といいます。）及び第 25 回新株予約権（以下「本

新株予約権」といい、本株式とあわせて、以下個別に又は総称して、「本証券」といいます。）の発行（以

下「本第三者割当」といい、本株式の発行並びに本新株予約権の発行及び行使による資金調達を「本資

金調達」といいます。）並びに本日付の本証券に係る買取契約（以下「本買取契約」といいます。）の締

結を決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

１．募集の概要 

 

＜本株式発行の概要＞ 

（１） 払 込 期 日 2026 年２月 13 日 

（２） 発 行 新 株 式 数 普通株式 24,529,000 株 

（３） 発 行 価 額 １株当たり 499 円 

（４） 調 達 資 金 の 額 12,239,971,000 円 

（５） 募集又は割当方法 第三者割当の方法による（海外募集） 

（６） 割 当 予 定 先 別紙１記載のとおり 

（７） そ の 他 

本買取契約において、割当予定先への割当を予定する本証券の発行

については、下記事項を満たしていること等を条件とする旨が定め

られています。 

① 本買取契約に定める当社の表明保証が真実かつ正確であり、当

社が本買取契約に定める誓約事項を遵守していること 

② 当社が本買取契約に違反していないこと 

③ 本証券の発行を制限又は禁止する司法機関又は行政機関に係属

中の申立て、訴訟又は手続きがないこと 

④ 本証券の発行を制限又は禁止する司法機関又は行政機関の判断

がなされておらず、かつ、その具体的なおそれもないこと 

⑤ 独占禁止法その他の法令又は規則に基づき本証券の発行に必要

な同意、認可、命令、承認、決定、待機期間の満了若しくは終

了又は宣言は全て取得されていること 

 

＜本新株予約権発行の概要＞ 

（１） 割 当 日 2026 年２月 13 日 

（２） 発行新株予約権数 159,440 個 

（３） 発 行 価 額 総額 83,387,120 円（本新株予約権１個当たり 523 円） 

（４） 
当 該 発 行 に よ る 

潜 在 株 式 数 

潜在株式数：普通株式 15,944,000 株（本新株予約権１個につき 100

株） 

行使価額の修正は行われません。 

（５） 調達資金の額 8,804,755,120 円（注） 

（６） 
行 使 価 額 及 び 

行使価額の修正条件 

行使価額 547 円 

行使価額の修正は行われません。 
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（７） 行 使 期 間 2026 年２月 16 日から 2027年２月 15 日まで 

（８） 募集又は割当方法 第三者割当の方法による（海外募集） 

（９） 割 当 予 定 先 別紙１記載のとおり 

（10） そ の 他 

(１) 本買取契約においては、本証券の発行について、上記「＜本株

式発行の概要＞（７）その他」に記載の内容が定められていま

す。 

(２) また、本買取契約においては、本新株予約権の譲渡には、当社

取締役会の承認が必要である旨が定められています。 

（注）本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却し

た場合には、調達資金の額は減少します。 

 

２．募集の目的及び理由 

当社は、現在の世界経済が、資本と労働を基軸とした旧来型の供給構造から、情報技術を基盤とす

る新たな経済構造へと移行する過渡期にあると認識しております。加えて、戦後以降継続してきた通

貨体制についても、地政学的リスクの高まり、貿易政策の再構築、累積債務への懸念等を背景に、大き

な転換点を迎えております。 

このような環境下において、従来「安全資産」とされてきた国債は、金利上昇に伴う価格下落局面

に直面する一方、金はインフレヘッジ及び通貨リスク回避手段として再評価されており、資産選好の

構造そのものが変化しつつあります。当社は、こうした環境変化の中で、これらに代わる新たな価値保

存資産として、ビットコイン（BTC）の戦略的意義が急速に高まっていると考えております。 

BTC は、①発行上限がプログラム上で厳格に定められており恣意的な増発が不可能であるという希

少性、②国境や物理的制約を受けず迅速かつ低コストで移転・保管が可能である利便性、③第三者信用

を必要としない高い透明性及び信頼性を有しており、他の資産とは一線を画する特性を備えています。 

当社は 2024 年４月以降、BTC を中長期的な価値保存手段と位置づけ、自社資産として戦略的に保有

する「ビットコイン・トレジャリー企業」へと事業モデルを転換しました。2025 年１月に公表した「21

ミリオン計画」及び同年６月に発表した「555 ミリオン計画」に基づき、資金調達を通じた BTC の取得

を継続的に進めてまいりました。 

一方、足元では世界的なビットコイン・トレジャリー企業の株価調整局面の影響もあり、当社株価

は一時的に mNAV（企業価値÷BTC 時価純資産）が１倍を下回る局面が見られました。こうした状況を

踏まえ、当社は 2025 年 10月に「キャピタル・アロケーション・ポリシー（資本配分方針）」を公表し、

資金調達、BTC 投資及び自己株式取得のバランスを総合的に管理することにより、株主価値の最大化を

図ることを基本方針として掲げました。 

本方針のもと、当社はまず、2025 年 12 月に既存の MS ワラントに係るリファイナンスを実施しまし

た。これは、将来的な普通株式の過度な希薄化リスクを抑制するとともに、新株予約権の行使価格を

637 円及び 777 円という複数の水準に分散させることにより、特定の株価水準において行使が集中し、

それを意識した株価形成となるリスクを回避することを目的としたものです。 

あわせて、当社は 2025 年 12 月 29 日付で、普通株式の希薄化影響が相対的に小さいＢ種種類株式の

第三者割当による資金調達を実施しました。これにより、普通株式の発行による即時的な希薄化を極

力抑えつつ、BTC の下限取得原資を確保し、当社のビットコイン・トレジャリー戦略を継続的に推進し

てまいりました。 

これらの施策は、いずれもキャピタル・アロケーション・ポリシーに基づき、希薄化リスクを管理

しながらも、資金調達を通じた BTC 保有量及び１株当たり BTC 価値の拡大を同時に実現するという当

社の基本的な資本戦略に沿って実行したものです。 

その結果、当社の BTC 保有数量は、2024 年末時点の 1,762BTC から、2025 年末時点には 35,102BTC

へと大幅に拡大しました。 

さらに、完全希薄化後の発行済株式数を前提とした１株当たり BTC 保有数量の成長率（BTC イール

ド）は、2025 年通年で 568％に達しており、当社の資本戦略及び BTC 取得戦略が、株主価値の観点か

らも高い成果を上げたものと考えております。 

2026 年に入り、当社は引き続き、１株当たり BTC 保有数量の拡大を重要な経営指標として掲げ、そ

の最大化を目指してまいります。 

このような状況のもと、現状の mNAV が１倍を上回る株価水準においては、普通株式及び優先株式の

双方をバランスよく活用した資金調達を通じてビットコインの取得を継続することが、中長期的な企
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業価値及び株主価値の向上にとって最善の施策であると判断しております。 

本資金調達のスキームでは、普通株式による即時的な資本調達と、新株予約権の行使を通じた将来

的な資本流入の可能性を組み合わせることで、単純な時価発行による希薄化を回避し、実質的にプレ

ミアム水準での普通株式による資金調達を通じた BTC の取得を目指しております。これにより、株主

価値への影響を抑制しつつ、当社の BTC 保有量及び１株当たり BTC 価値を着実に拡大することが可能

になると考えております。 

本件により調達した資金については、これまでの資金調達における基本方針と同様に、当社の中核

戦略であるビットコインの追加取得に加え、ビットコイン・インカム事業への投資を通じた収益基盤

の強化に充当する予定です。 

また、調達資金の一部については、クレジット・ファシリティ契約に基づき実行した借入金の一部

返済に充当する予定ですが、当該クレジット・ファシリティによる借入についても、元来、ビットコイ

ン取得又はビットコイン・インカム事業の拡大を目的として活用してきたものであります。 

今回の返済は、クレジット・ファシリティの余力を回復・確保することにより、将来における追加

的なビットコイン取得や資本政策を機動的に実行できる体制を維持することを目的としております。 

これにより、BTC の価値成長とキャッシュフロー創出の両立を図り、当社の中長期的な成長及び株

主価値の向上につなげてまいります。 

当社は、今後も市場環境、株価水準及び株主の皆様への影響を総合的に勘案しながら、キャピタル・

アロケーション・ポリシーに基づく最適な資本政策を柔軟かつ継続的に実行し、１株当たり BTC 数量

の最大化を目指してまいります。 

 

３．資金調達方法の概要及び選択理由 

 

（１）資金調達方法の概要 

今回の資金調達は、割当予定先に対し本証券を割り当て、本株式については払込期日に、本新株予

約権については割当予定先による行使によって当社が資金を調達する仕組みとなっております。 

 

（２）資金調達方法の選択理由 

当社は、上記「２．募集の目的及び理由」に記載の資金需要に対応するために、下記「（本資金調

達の特徴）」及び「（他の資金調達方法との比較）」に記載のとおり、各種の資金調達方法について検

討を行った結果、本資金調達を選択することといたしました。その後、各割当予定先との協議を重ね

た結果、当社が希望する条件による資金調達の実現に目途が立ったことから、本資金調達を実施する

ことといたしました。 

当社は、本資金調達方法の選択に際しましては、当社の資金需要に対し一定の金額を発行時点で調

達するという点を重要視しており、これは本株式の発行により可能となります。また、加えて本新株

予約権の行使により資金を調達することを企図していますが、これにより希薄化のタイミングを一定

程度分散させることができること、現状の株価水準よりも高い水準での行使価額を設定することによ

り、本株式以上の調達額が期待できることから今般の資金調達を選択いたしました。 

また、本資金調達により、当社普通株式の価値に一定の希薄化が生じることになりますが、調達資

金を主としてビットコインの取得資金に充当することにより、１株当たりのビットコイン保有数量の

拡大が見込まれます。その結果、既存株主の皆様に不利益を与えるものではなく、既存株主の皆様の

利益向上につながるものと考えております。 

 

（本資金調達の特徴） 

[メリット] 

① 資金調達の確実性と機動性の確保 

本株式の発行により、発行時点で確定的な資金を確保することが可能となり、速やかにビットコ

インの追加取得等の成長投資に充当することができます。 

一方、本新株予約権については、将来の株価及び企業価値の向上局面において行使されることを

想定しており、当社の成長段階や市場環境に応じた柔軟な追加資金調達が可能となります。 

② プレミアム行使価額及びオプション価値を活用した払込金額の最適化 

新株予約権は、発行時の株価水準に対してプレミアムを付した行使価額を設定することが可能で

あり、株価上昇を前提とした資金調達設計を行うことができます。 
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また、当社普通株式の有する相対的に高いボラティリティを反映することで、新株予約権の払込

金額（オプション料）自体を確保することが可能となります。 

これにより、新株の払込金額と新株予約権の払込金額を合算したオールインベースでの１株当た

り払込金額の最適化を図ることが可能となります。 

③ 希薄化の平準化と１株当たり BTC 保有数量の最大化 

新株予約権は、行使時に初めて株式が発行されるため、希薄化の平準化が期待できます。 

これにより、希薄化の影響を抑制しつつ、１株当たりの払込金額及び１株当たりビットコイン保

有数量の最大化を図ることが可能となります。 

 

[デメリット] 

本新株予約権については、割当予定先による本新株予約権の行使に伴って追加の資金調達がなさ

れる仕組みであり、資金調達の進捗について以下のデメリットがあります。 

(ア) 株価が本新株予約権の行使価額を下回って推移した場合、割当予定先による本新株予約権の

行使が期待できないため、事実上追加の資金調達ができない仕組みとなっております。 

(イ) 株価が本新株予約権の行使価額を超えている場合でも、割当予定先が本新株予約権を行使す

るとは限らず、資金調達の時期には不確実性があります。また、本新株予約権の行使が一部

にとどまることにより想定どおりの金額での資金調達を実現できない可能性があります。 

(ウ) 本新株予約権が行使された場合には、当社普通株式の価値に一定の希薄化が生じ、一度に大

量に行使された場合には、希薄化の規模は大きくなります。 

(エ) 本株式も含め、第三者割当方式という当社と割当予定先のみの契約であるため、不特定多数

の新投資家から資金調達を募ることによるメリットは享受できません。 

 

（他の資金調達方法との比較） 

① 新株式発行による増資 

(a) 公募増資 

公募増資は、一定の価格水準で大規模な資金調達を行う場合には有効な手法である一方、公

表から発行条件決定までの期間において株価変動リスクが内在するほか、一般に直前の株価水

準に対して一定のディスカウントを伴う点に留意が必要です。 

このため、当社では、mNAV（修正後純資産倍率）が１倍を大きく上回る水準にある場合には、

公募増資は有効な選択肢となり得ると考えております。 

一方、足元の株価水準を踏まえると、公募増資による普通株式の発行は、相対的に希薄化の影

響が大きくなる可能性があります。 

この点を考慮し、当社は、調達規模を限定した第三者割当を採用するとともに、新株と新株予

約権を組み合わせることで、希薄化の抑制と１株当たりの払込金額の最大化とのバランスを図

ることが適切であると判断いたしました。 

(b) 株主割当増資 

株主割当増資は、既存株主の皆様に平等な取得機会を提供できる手法である一方、払込みの

確実性や資金調達完了までの期間に不確実性が伴う側面があります。 

当社は、資金調達の確実性及び機動性を重視し、本資金調達の目的及びスケジュールを総合

的に勘案した結果、株主割当増資ではなく、第三者割当方式を採用することが適切であると判

断いたしました。 

(c) 種類株式の発行 

当社は、2025 年 12 月 22 日開催の臨時株主総会において、Ａ種種類株式及びＢ種種類株式を

発行可能とするための定款変更を行いました。 

また、Ｂ種種類株式につきましては、2025 年 12 月 29 日を発行日として、海外機関投資家を

割当先とする第三者割当による発行を実施しております。 

一方で、上場前の種類株式につきましては、前例のない商品設計であることに加え、市場にお

ける時価が存在しないため、適正な発行価格の算定にあたり、普通株式及び新株予約権と比較

して、客観的な判断が難しいという課題が内在しております。 

この点を踏まえ、Ｂ種種類株式の発行条件につきましては、臨時株主総会における発行決議

を経た上で決定・発行いたしました。 

こうした状況も勘案し、現時点においては、Ａ種種類株式及びＢ種種類株式のいずれにつき
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ましても、次のステップとしては、まず上場（IPO）を目指すことを優先方針としております。 

優先株式は、mNAV の水準にかかわらず発行が可能であることから、引き続き当社における重

要な資金調達手法の一つとして位置づけておりますが、その上場（IPO）にあたっては、取引所

との事前相談を開始している段階であり、関係当局による審査手続き等に一定の期間を要する

ことが見込まれます。なお、現時点において、上場承認は得られておりません。 

また、IPO においては、上場承認（公表）から上場日まで相当な期間を要するため、第三者割

当方式と比較すると、資金調達の機動性という点では相対的に制約があります。 

こうした点を総合的に勘案し、このタイミングで着実にビットコインの蓄積を推進するため

には、迅速かつ確実に資金を確保できる新株及び新株予約権の第三者割当が、現時点において

最適な資金調達手法であると判断いたしました。 

② 新株予約権付社債（MSCB 含む） 

新株予約権付社債は、発行時に払込金額の全額が払い込まれるため、発行会社にとっては早期

に資金需要を満たすことができる利点がありますが、その代わりに転換がなされない場合、満期

が到来する際には償還する必要があります。また MSCB の場合、一般的には、転換により交付され

る株数が転換価額に応じて決定されるという構造上、転換の完了までに転換により交付される株

式総数が確定せず、転換価額の下方修正がなされた場合には潜在株式数が増加するため、株価に

対する直接的な影響が大きいと考えられます。 

③ 新株予約権無償割当による増資（ライツ・イシュー） 

株主全員に新株予約権を無償で割り当てることによる増資、いわゆるライツ・イシューには当

社が金融商品取引業者と元引受契約を締結するコミットメント型ライツ・イシューと、当社が金

融商品取引業者との元引受契約を締結せず新株予約権の行使は株主の決定に委ねられるノンコミ

ットメント型ライツ・イシューがありますが、コミットメント型ライツ・イシューについては国内

で実施された実績が乏しく、資金調達手法としてまだ成熟が進んでいない段階にある一方で、引

受手数料等のコストが増大することが予想される点や時価総額や株式の流動性による調達額の限

界がある点等、適切な資金調達手段ではない可能性があることから、今回の資金調達方法として

適当ではないと判断いたしました。ノンコミットメント型のライツ・イシューについては、割当先

である既存投資家の参加率が不透明であることから、今回の資金調達方法として適当ではないと

判断いたしました。なお、当社は、2024 年８月６日付「新株予約権（非上場）の無償割当に関す

るお知らせ」にて開示のとおり、2024 年９月６日付で株主全員に新株予約権を無償で割り当てる

ことによる増資を実施いたしました。多くの株主様から株主割当増資の再実施のご要望をいただ

いており、今後の当社の検討課題として位置づけ、然るべき時期と準備が整った場合にはこの調

達方法を採用する可能性がありますが、今回は採用を見送ることといたしました。 

④ 借入れ・社債・劣後債による資金調達 

今回目標としている金額の規模を負債で調達することは、負債比率が高まり適切ではないため、

今回の資金調達方法として適当ではないと判断いたしました。 

また、当社は、最大５億米ドルを上限とする、ビットコインを担保としたクレジット・ファシリ

ティ契約（以下「本クレジット・ファシリティ」といいます。）を締結しております。 

2026 年１月 28 日現在において、当該契約に基づき 2.8 億米ドルの借入を実施しておりますが、

これは同日時点におけるビットコイン NAV（31 億米ドル）の約 9.0％にとどまる、限定的な水準と

なっております。 

当社の財務基盤及び保有するビットコインの規模を踏まえますと、理論上は追加の借入余地は

あるものの、本クレジット・ファシリティは、短期的な資金需要への対応や、優先株式発行までの

つなぎ資金としては有効な資金調達手段である一方、償還期限を伴うため、リファイナンスリス

クを完全に回避することはできません。 

そのため、長期的かつ継続的なビットコインの蓄積を支える観点からは、恒久性資本としては

必ずしも十分ではないと認識しております。 

以上を踏まえ、当社は、財務健全性、リスク管理及び資本の恒久性の観点から、負債による調達

やクレジット・ファシリティのみに依存した資金調達は適当ではないと判断しております。 

本クレジット・ファシリティについては、今後の市場環境や資金需要に応じて、あえて一定の余

力を残しつつ、補完的な資金調達手段として機動的に活用していく方針です。この方針のもと、本

資金調達の一部については、クレジット・ファシリティに係る借入金の返済に充当し、当該クレジ

ット・ファシリティの余力を回復・確保することを予定しております。 
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４．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 

 

（１）調達する資金の額（差引手取概算額） 

・払込金額の総額 

本株式の払込金額の総額 12,239,971,000 円 

本新株予約権の払込金額の総額及び本新株予約権の行使 

に際して出資される財産の価額の合計額 8,804,755,120 円 

・発行諸費用の概算額 301,405,000 円 

・差引手取概算額 20,743,321,120 円 

（注）１．上記差引手取概算額は、上記払込金額の総額から、発行諸費用の概算額を差し引いた金額

です。 

２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。 

３．本新株予約権の行使価額が調整された場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は増

加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が

取得した本新株予約権を消却した場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は減少し

ます。 

４．発行諸費用の概算額は、本第三者割当に係るアレンジャーフィー、調査費用、登記費用、

株式事務費用、弁護士費用、第三者委員会費用、価額算定費用等の合計額であります。 

 

（２）調達する資金の具体的な使途 

上記差引手取概算額 20,743,321,120 円につきましては、上記「２．募集の目的及び理由」に記載

の内容を目的として、下記のとおり充当する予定であります。 

 

具体的な使途 
金額 

（百万円） 
支出予定時期 

① ビットコインの購入 14,002 2026 年２月～2027 年２月まで 

② ビットコイン・インカム事業 1,556 2026 年２月～2027 年２月まで 

③ 借入金の返済 5,186 2026 年２月～2027 年２月まで 

合計 20,743  

（注）１．調達資金を実際に支出するまでは、銀行口座にて管理いたします。 

２．資金使途優先順位は①から順としますが、各項目の必要なタイミングに応じて柔軟に配分

してまいります。 

３．本新株予約権の行使の有無は本新株予約権に係る新株予約権者の判断に依存するため、行

使可能期間中に行使が行われず、本新株予約権の行使による資金調達ができない場合があ

ります。その場合は、追加での資金調達についても検討し、実施について適切に判断して

まいります。 

 

４．上記資金使途に係る詳細につきましては、以下のとおりです。 

 

① ビットコインの購入 

近年、世界的に高水準の債務残高の累積や、法定通貨の購買力低下を示唆するインフレ圧

力の高まりなど、各国に共通するマクロ経済リスクが顕在化しています。 

このような環境下においては、企業の財務戦略においても、法定通貨ベースの資産のみな

らず、インフレリスクに対する耐性を有する資産をどのように位置づけるかが、より重要な

経営課題となっています。 

こうした状況を踏まえ、当社は、2024 年５月 13 日付「メタプラネットの財務管理の戦略

的転換およびビットコインの活用について」にて開示したとおり、戦略的にビットコインを

主要な準備資産の一つとして採用し、財務管理の軸足を移しました。この決定は、法定通貨

の価値変動やインフレに対するヘッジ効果を確保しつつ、ビットコインの長期的な価値上昇
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の可能性を活用することを目的としたものです。 

一方、足元の市場環境においては、世界的にビットコイン・トレジャリー企業の株価は調

整局面にあり、直近では底打ちした可能性も見受けられるものの、依然として不確実性は高

く、予断を許さない状況が続いていると認識しております。 

このような環境下では、普通株式のみによる資金調達は必ずしも容易ではなく、資本政策

においても慎重な判断が求められます。 

当社は、こうした市場環境を踏まえ、単にビットコインの保有量を拡大することにとどま

らず、１株当たりビットコイン保有数量を着実に拡大していくことが、既存株主価値の中長

期的な向上にとって重要であると考えております。 

この考え方の下、当社は、今回の資金調達において、本株式及び本新株予約権を組み合わ

せた発行手法を採用いたしました。 

本株式の発行により確定的な資金を確保し、速やかにビットコインの取得に充当する一

方、本新株予約権については、当社の企業価値及び株価の回復・上昇局面において行使され

ることを想定することで、希薄化を段階的に管理しつつ、１株当たりの払込金額及びビット

コイン数量の最大化を図ることを目的としております。 

以上の状況を総合的に勘案し、当社は、2026 年２月から 2027 年２月にかけて、ビットコ

インの購入資金として 14,002 百万円を充当する予定です。 

 

② ビットコイン・インカム事業 
ビットコインの保有そのものからは、金利等のインカム収益は発生しません。 

このため、当社では、ビットコイン・トレジャリー事業の一環として、デリバティブ取引

を活用したオプション収益の獲得に取り組んでおります。 

2025 年 12 月期においては、当該事業により 8,580 百万円の売上高を計上する見込みで

す。 

これまでの資金調達においては、調達資金の概ね５％～10％程度を、オプション取引に係

る証拠金として充当し、当該事業の売上拡大に寄与してまいりました。 

今回の資金調達においても、調達資金の一部を同事業の継続的な拡大に充当する方針と

し、2026 年２月から 2027年２月にかけて、1,556 百万円をビットコインに係るデリバティ

ブ取引関連の証拠金として充当する予定です。 

これにより、当社は、デリバティブ運用における取引余力及び運用の安定性を高め、オプ

ション収益の継続的な積み上げを図るとともに、優先株式の配当原資の強化及びビットコイ

ン蓄積のさらなる加速につなげてまいります。 

 

③ 借入金の返済 
当社は、上限５億米ドルのクレジット・ファシリティを設定しており、これまでに約 2.8

億米ドルを実行しております。 

当該クレジット・ファシリティは、2025 年第４四半期において、株式市場の環境等を踏ま

え、エクイティ・ファイナンスによる資金調達の実施が困難であった局面においても、機動

的に資金を確保する手段として活用してまいりました。 

具体的には、当該借入により確保した資金を活用し、ビットコインの追加取得を継続する

とともに、ビットコイン・インカム事業におけるビットコインに関連したオプション料の収

益拡大を通じて、収益基盤の強化を進めることができ、当社の事業運営及び成長戦略の遂行

に大きく寄与いたしました。 

一方で、当社は、財務健全性、リスク管理及び資本の恒久性の観点から、負債による調達

やクレジット・ファシリティのみに依存した資金調達は適当ではないと考えております。 

本クレジット・ファシリティについては、今後の市場環境や資金需要に応じて補完的な資金

調達手段として機動的に活用できるよう、あえて一定の余力を確保した状態を維持すること

が重要であると判断しております。 

このような考え方のもと、本資金調達により得られた資金のうち 5,186 百万円について

は、2026 年２月から 2027年２月にかけて、クレジット・ファシリティに係る借入金の一部

返済に充当し、当該クレジット・ファシリティの余力を回復・確保する予定です。 

これにより、将来のビットコイン取得機会や資本政策の選択肢に対して、より高い柔軟性及
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び機動性を確保しつつ、当社の中長期的な成長戦略を安定的に遂行してまいります。 
 

 

５．資金使途の合理性に関する考え方 

 

当社は、上記「２．募集の目的及び理由」に記載のとおり、本第三者割当により調達する資金を、

上記「４．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 （２）調達する資金の具体的な使途」に記載

のとおり、主としてビットコインの追加取得、ビットコイン・インカム事業の運転資金、クレジッ

ト・ファシリティにかかる借入金の返済資金として充当する予定であります。 

これらの資金使途は、当社が掲げる「ビットコインを中核とした財務戦略」の推進及び企業価値

の持続的な向上に資するものであり、いずれも中長期的な成長戦略の遂行において高い合理性を有

するものと考えております。 

特に、ビットコインの追加取得は、法定通貨安やインフレーションなどのマクロ経済環境下にお

いて、当社の財務基盤の強化及び価値保存機能の向上に寄与するものであります。また、ビットコイ

ン・インカム事業への資金充当は、保有資産の効率的な運用を通じて安定的なキャッシュ・フローを

創出し、優先株式の配当支払い能力を高める施策となります。 

これにより、将来的な優先株式の発行能力が強化され、当社が目指すビットコインの継続的な取

得と拡大という成長サイクルの推進力となるものと考えております。 

したがって、本資金使途は、当社の財務戦略、資本政策及び成長戦略の方向性と整合しており、

その内容及び支出計画は合理的かつ妥当であると判断しております。 

 

６．発行条件等の合理性 

 

（１）払込金額の算定根拠及びその具体的内容 

① 本株式 

本株式の払込金額は、発行決議日の前営業日（2026 年１月 28 日）における東京証券取引所が公

表した当社普通株式の終値の 105％に相当する金額である 499 円（１円未満端数切上げ。以下、株価

の計算について同様に計算しております。）としました。 

発行決議日の前営業日の東京証券取引所が公表した当社普通株式の終値を基準として採用するこ

ととしましたのは、直近の株価が現時点における当社の客観的企業価値を適正に反映していると判

断したためです。当社は、上記払込金額の算定根拠につきましては、日本証券業協会「第三者割当増

資の取扱いに関する指針」に準拠しているものと考え、割当予定先とも十分に協議の上、決定いたし

ました。 

また、本株式の払込金額は、発行決議日の前営業日（2026 年１月 28 日）までの直前１か月間の当

社普通株式の終値単純平均値である 515 円に対して 3.11％のディスカウント（小数点以下第三位を

四捨五入。以下、株価に対するプレミアム率及びディスカウント率の数値の計算について同様に計

算しております。）、同直前３か月間の当社普通株式の終値単純平均値である 447 円に対して 11.63％

のプレミアム、同直前６か月間の終値単純平均値である 583 円に対して 14.41％のディスカウント

となる金額です。 

なお、当社監査役３名全員（うち全員が社外監査役）からは、会社法上の職責に基づいて監査を

行った結果、以下の各点を確認し、本株式の払込金額は割当予定先に特に有利な金額ではなく適法

であるという趣旨の意見を得ております。 

(ア) 本株式の払込金額は、当社株式の価値を表す客観的な指標である市場価格を基準にしている

こと 

(イ) 発行決議日の前営業日の東京証券取引所が公表した当社普通株式の終値に５％のプレミアム

が付されていること 

(ウ) 日本証券業協会「第三者割当増資の取扱いに関する指針」にも準拠していること 
 

② 本新株予約権 

当社は、本新株予約権の発行要項及び割当予定先との間で締結する本買取契約に定められた諸条

件を考慮した本新株予約権の評価を第三者算定機関（株式会社赤坂国際会計、代表取締役：山本顕

三、住所：東京都千代田区紀尾井町４番１号）に依頼しました。同社は当該第三者算定機関が第三者
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割当増資の引受案件において多数の評価実績があり、新株予約権の発行実務及び価値評価に関する

十分な専門知識・経験を有すると認められることから本新株予約権の第三者算定機関に選定いたし

ました。当該第三者算定機関と当社及び割当予定先との間には、重要な利害関係はありません。 

当該算定機関は、価格算定に使用する価格算定モデルの決定にあたって、ブラック・ショールズ・

モデルや二項モデルといった他の価格算定モデルとの比較及び検討を実施した上で、本新株予約権

の発行要項及び割当予定先との間で締結する予定の本買取契約に定められたその他の諸条件を相対

的に適切に算定結果に反映できる価格算定モデルとして、一般的な価格算定モデルのうちモンテカ

ルロ・シミュレーションを用いて本新株予約権の評価を実施しています。また、当該算定機関は、評

価基準日（2026 年１月 28日）の市場環境や割当予定先の権利行使行動等を考慮した一定の前提（当

社の株価（475 円）、予定配当額（０円／株）、無リスク利子率（1.0％）、ボラティリティ（116.7％）、

売却可能株式数及び割当予定先による権利行使・株式売却に伴いマーケットインパクトモデルによ

り想定される株式処分コストが発生することを含みます。）を想定して評価を実施しています。 

当社は、当該算定機関が上記前提条件を基に算定した評価額（523 円）を参考に、各割当予定先と

の間での協議を経て、本新株予約権の１個の払込金額を当該評価額と同額である 523 円とし、本新

株予約権の行使価額は、発行決議日の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取

引の終値の 115％に相当する金額（１円未満端数切上げ）にしました。 

本新株予約権の払込金額及び行使価額の決定にあたっては、当該算定機関が公正な評価額に影響

を及ぼす可能性のある事象を前提（具体的な前提条件については上記をご参照ください。）として考

慮し、新株予約権の評価額の算定手法として一般的に用いられているモンテカルロ・シミュレーシ

ョンを用いて公正価値を算定していることから、当該算定機関の算定結果は合理的な公正価格であ

ると考えられるところ、払込金額が算定結果である評価額と同額とされているため、本新株予約権

の発行価額は、いずれも有利発行には該当せず、適正かつ妥当な価額であると判断いたしました。 

なお、当社監査役３名全員（うち全員が社外監査役）からは、会社法上の職責に基づいて監査を

行った結果、以下の各点を確認し、本新株予約権の発行条件は特に有利な条件での発行に該当せず

適法であるという趣旨の意見を得ております。 

(ア) 本新株予約権の払込金額の算定に際しては、独立した第三者算定機関が、本新株予約権の行

使価額、当社株式の市場売買高及び株価、権利行使期間、株価変動性、金利等の本新株予約

権の公正価値に影響を及ぼす可能性のある事象を前提とし、かつ、新株予約権の評価額の算

定手法として一般的に用いられているモンテカルロ・シミュレーションを用いて公正価値を

算定しており、かかる第三者算定機関による公正価値の評価額は適正かつ妥当な価額と解さ

れること 

(イ) 独立した第三者算定機関によって算出された本新株予約権の評価額を踏まえて本新株予約権

の払込金額が決定されていること 

 

（２）発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

本株式の数（24,529,000 株）に本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式数

（15,944,000 株）を合算した株式数 40,473,000 株（議決権数 404,730 個）を分子とし、2025 年 12

月 31 日現在の当社発行済普通株式総数 1,142,274,340 株及び 2025 年 12 月 31 日現在の議決権数

11,415,043 個を分母とする希薄化率は 3.54％（議決権ベースの希薄化率は 3.55％）に相当します。 

また、本株式の数（24,529,000 株）に本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式数

（15,944,000 株）を合算した株式数 40,473,000 株（議決権数 404,730 個）に、本日の発行決議に先

立つ６か月以内である、①2025 年 12 月 29 日付で発行したＢ種種類株式に付された当社普通株式を

対価とする取得請求権が当初の条件で全て行使された場合に交付される当社普通株式数 23,610,000

株（議決権数 236,100 個）、並びに②2025 年 12 月８日付で発行した第 23 回新株予約権及び第 24 回

新株予約権が全て行使された場合に交付される当社普通株式数 210,000,000 株（議決権数 2,100,000

個）を合算した総株式数は 274,083,000 株（議決権数 2,740,830 個）であり、2025 年 12 月 31 日現

在の当社発行済普通株式総数 1,142,274,340 株及び 2025 年 12 月 31 日現在の議決権数 11,415,043

個を分母とする希薄化率は 23.99％（議決権ベースの希薄化率は 24.01％）に相当します。なお、2025

年６月 23 日付で発行した第 20 回乃至第 22 回新株予約権については、2025 年 12 月８日付で、残存

する全ての新株予約権を取得及び消却しております。 

そのため、本資金調達の実施により、当社普通株式には一定規模の希薄化が生じることとなりま

す。 
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しかしながら、当社としては、本資金調達により調達した資金を上記の資金使途に充当すること

で事業基盤の強化及び拡大を図り、中長期的な企業価値及び株主価値の向上につなげることができ

ると考えております。 

具体的には、本資金調達により、希薄化率を上回る１株当たりビットコイン保有数量の成長が見

込まれることから、当該希薄化を考慮したとしても、既存株主の皆様にとって十分な利益をもたら

すものと判断しております。 

以上を踏まえ、本資金調達における発行数量及び普通株式の希薄化の規模は、合理的であると判

断いたしました。 

なお、本資金調達の検討段階においては、本証券の発行条件や商品設計次第で、本資金調達及び

本資金調達に係る発行決議日前６か月以内に行われた資金調達による希薄化率が 25％以上となる可

能性があったことから、取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に基づき、経営者から一定程度

独立した者として、当社と利害関係のない伊藤小池法律事務所に所属する弁護士である小池洋介氏、

平塚晶人氏及び望記綜合法律事務所に所属する弁護士である鈴木広喜氏の３名によって構成される

第三者委員会（以下「本第三者委員会」といいます。）をあらかじめ設置することといたしました。

同委員会はこれまでも当社のファイナンスで審議を行った実績があります。同委員会は希薄化の規

模の合理性、資金調達手法の妥当性及び割当予定先の妥当性等について慎重に審議し、「10．企業行

動規範上の手続き」に記載のとおり、本第三者割当の必要性及び相当性が認められるとの意見を表

明いたしました。したがって、本資金調達に係る当社普通株式の希薄化の規模は、市場に過度の影響

を与える規模ではなく、株主価値向上の観点からも合理的であると判断しております。 

 

７．割当予定先の選定理由等 

 

（１）割当予定先の概要 

割当予定先の概要は、別紙２のとおりです。 

なお、当社は、本買取契約において、各割当予定先から反社会的勢力ではなく、又は反社会的勢

力と何らかの関係ない旨の表明保証を受けております。さらに、各割当予定先について、反社会的勢

力であるか否か、及び各割当予定先が反社会的勢力と何らかの関係を有しているか否かについて、

独自に専門の第三者機関である株式会社ＪＰリサーチ＆コンサルティングに調査を依頼し、同社か

ら調査報告書を受領いたしましたが、当該調査報告書において、各割当予定先が反社会的勢力であ

る、又は各割当予定先が反社会的勢力と何らかの関係を有している旨の報告はありませんでした。

以上により、当社は各割当予定先が反社会的勢力と一切の関係がないと判断し、これに係る確認書

を東証に提出しております。 

 

（２）割当予定先を選定した理由 

当社は、これまでの海外募集およびＢ種種類株式の発行等を通じて、日本株およびビットコイン

トレジャリー企業に対する知見を有する大手機関投資家との間に継続的な関係を構築してきており、

これらの実績を踏まえ、本件においても、当社が適切と考える発行条件にて引受けが可能な機関投

資家を選定することが合理的であると判断いたしました。 

以上を踏まえ、プレースメント・エージェントである Cantor Fitzgerald & Co.と検討を進めた

結果、別紙２記載の各投資家を割当予定先として選定しました。 

 

（３）割当予定先の保有方針 

当社と各割当予定先との間で、本株式及び本新株予約権の行使により交付される当社普通株式に

つき、継続保有及び預託に関する取り決めはありません。また、本証券に関する各割当予定先の保有

方針は、いずれも純投資であると聞いております。 

なお、本買取契約において、本新株予約権の譲渡については当社取締役会による承認を要する旨

定められています。割当予定先から本新株予約権の全部又は一部について、譲渡したい旨の申し入

れがあった場合、当社は譲渡先の実態、本新株予約権の行使に係る払込原資の確認及び本新株予約

権の行使により取得する株式の保有方針を確認した上で、譲渡先として適当であると判断した場合

に、当社取締役会で承認するものとし、承認が行われた場合には、その旨及び譲渡内容を速やかに開

示いたします。割当予定先とは、現時点において本新株予約権を譲渡する予定はない旨口頭で確認

しております。 
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また、当社は、各割当予定先から、各割当予定先が払込期日から２年以内に本株式の全部若しく

は一部を譲渡した場合には、その内容を当社に対し書面により報告すること、当社が当該報告内容

を東証に報告すること、並びに当該報告内容が公衆の縦覧に供されることに同意することにつき、

それぞれ確約書を取得する予定です。 

 

（４）割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 

当社は、各割当予定先から、保有する資産の残高又は払込みに要する財産の存在を証明する資料

を受領しており、各割当予定先に割り当てられる本株式の発行及び本新株予約権の行使に係る払込

みに十分な財産を有することを確認しております。 

 

（５）ロックアップについて 

当社は、本買取契約において、本買取契約の締結日から本買取契約の締結日後 30 日目の日までの

期間中、割当予定先の事前の書面による承諾を受けることなく、以下の行為を行わない旨を合意し

ています。 

① 当社普通株式その他資本性証券又は当社普通株式その他資本性証券に転換若しくは交換され

うる若しくは当社普通株式その他資本性証券のために行使されうる証券（以下、個別に又は

総称して「ロックアップ対象証券」といいます。）の発行等を行うこと 
② ロックアップ対象証券の所有権又はその経済的効果を移転させるデリバティブ取引その他の

取引をすること 
但し、本買取契約において、以下の行為が上記の制限から除かれる旨が定められています。 

① 当社普通株式の株式分割又は無償割当てによる当社普通株式の発行 
② 本買取契約の締結日時点で発行済みの新株予約権の行使による当社普通株式の発行又は交付 
③ 本証券の発行 
④ 当社又は当社の子会社若しくは関連会社の従業員若しくは取締役へのインセンティブとして

のロックアップ対象証券の発行又は交付 
⑤ 第三者との業務提携（継続中の業務提携に限らず、新規又は潜在的な業務提携を含みます。）

に関連したロックアップ対象証券の発行又は交付 
⑥ 法令又は規則により必要とされる当社普通株式の発行又は交付 

 
（６）参加権について 

当社は、本買取契約において、当社が払込期日から 12 か月間の間に本資金調達と実質的に同様の

スキームでの資金調達（以下「追加資金調達」といいます。）を行おうとする場合、割当予定先に対

して、当該追加資金調達における調達額の比例按分額を上限とし、他の投資家に提供されるのと同

等の条件で、当該追加資金調達に参加する機会を提供する旨を合意しています。但し、かかる割当予

定先の参加権は、最初の追加資金調達が完了した時点で、割当予定先が当該追加資金調達に参加し

たか否かにかかわらず、自動的に消滅するものとされています。 
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８．募集後の大株主及び持株比率 

 

募集前（2025 年 12 月 31 日現在） 

氏名 

発行済株式（自己

株式を除く。）の

総数に対する所有

株式数の割合(％) 

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 

（常任代理人 株式会社みずほ銀行） 
13.34 

CLEARSTREAM BANKING S.A. 

（常任代理人 香港上海銀行 東京支店） 
8.84 

NATIONAL FINANCIAL SERVICES LLC 

（常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店） 
8.55 

CHARLES SCHWAB FBO CUSTOMER 

（常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店） 
7.30 

INTERACTIVE BROKERS LLC（常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証

券株式会社） 
3.83 

BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD 

PARTY 

（常任代理人 香港上海銀行 東京支店） 

2.61 

MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC CLIENTS FULLY PAID SEG ACCOUNT 

（常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店） 
1.77 

EUROCLEAR Bank S.A./N.V.（常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） 1.72 

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 1.45 

Gerovich Simon Morris 1.36 

（注）１．募集前の持株比率は、2025 年 12 月 31 日現在の株主名簿に基づき記載しております。 

２．本証券については、当社と各割当予定先との間で長期保有を約していないため、本株式及

び本新株予約権に係る潜在株式数を反映した「募集後の大株主及び持株比率」を表示し

ておりません。 

３．持株比率は、小数点以下第３位を四捨五入しております。 

 

９．今後の見通し 

 

本資金調達が 2026 年 12 月期及び 2026 年 12 月期連結業績に与える影響は軽微でありますが、開示

の必要が生じた場合には速やかに公表いたします。 

 

10．企業行動規範上の手続き 

 

本株式の数（24,529,000 株）に本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式数（15,944,000

株）を合算した株式数 40,473,000 株（議決権数 404,730 個）に、本日の発行決議に先立つ６か月以内

である、①2025 年 12 月 29 日付で発行したＢ種種類株式に付された当社普通株式を対価とする取得請

求権が当初の条件で全て行使された場合に交付される当社普通株式数23,610,000株（議決権数236,100

個）、並びに②2025 年 12 月８日付で発行した第 23 回新株予約権及び第 24 回新株予約権が全て行使さ

れた場合に交付される当社普通株式数 210,000,000 株（議決権数 2,100,000 個）を合算した総株式数

は 274,083,000 株（議決権数 2,740,830 個）であり、当社の総議決権数 11,415,043 個（2025 年 12 月

31 日現在）に占める割合が 24.01％となります。もっとも、本資金調達の検討段階においては、本証券

の発行条件や商品設計次第で、本資金調達及び本資金調達に係る発行決議日前６か月以内に行われた

資金調達に係る議決権ベースでの希薄化率が 25％以上となる可能性があったことから、東京証券取引

所の定める有価証券上場規程第 432 条に基づき、①経営者から一定程度独立した者による当該割当の

必要性及び相当性に関する意見の入手又は②当該割当に係る株主総会決議等による株主の意思確認手

続きのいずれかを行う必要があると判断いたしました。 

その上で、当社は、本第三者割当について、本第三者割当のうち本新株予約権による資金調達につい
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ては、株式の発行と異なり、直ちに株式の希薄化をもたらすものではないこと、現在の当社の財務状況

及び迅速に本第三者割当による資金調達を実施する必要があることに鑑み、また、本第三者割当に係

る株主総会決議による株主の意思確認の手続きを経る場合には、臨時株主総会決議を経るまでにおよ

そ２か月程度の日数を要すること、また、臨時株主総会の開催に伴う費用についても、相応のコストを

伴うことから、総合的に勘案した結果、経営者から一定程度独立した第三者委員会による本第三者割

当の必要性及び相当性に関する意見を入手することといたしました。 

このため、経営者から一定程度独立した者として、当社と利害関係のない伊藤小池法律事務所に所

属する弁護士である小池洋介氏、平塚晶人氏及び望記綜合法律事務所に所属する弁護士である鈴木広

喜氏の３名によって構成される本第三者委員会を設置し、本第三者割当の必要性及び相当性に関する

客観的な意見を求め、以下の内容の意見書を 2026 年１月 29 日付で入手しております。なお、本第三

者委員会の意見の概要は以下のとおりです。 

（本第三者委員会の意見の概要） 

第１ 意見の内容 

本資金調達には必要性及び相当性が認められる。 

 

第２ 意見の理由 

１ 本資金調達を行う必要性について 

貴社によれば、本資金調達の背景事情として、概ね以下のような目的および理由が存在すると

いう。貴社の認識は概ね次のとおりである。 

貴社は、現在の世界経済が、資本と労働を基軸とした旧来型の供給構造から、情報技術を基盤と

する新たな経済構造へ移行する過渡期にあると認識している。加えて、戦後以降継続してきた通

貨体制も、地政学的リスクの高まり、貿易政策の再構築、累積債務への懸念等を背景に、大きな転

換点を迎えている。 

この環境下で、従来「安全資産」とされてきた国債は金利上昇に伴う価格下落局面に直面する一

方、金はインフレヘッジ及び通貨リスク回避手段として再評価され、資産選好の構造自体が変化

しつつある。貴社は、こうした環境変化の中で、これらに代わる新たな価値保存資産として、ビッ

トコイン（BTC）の戦略的意義が急速に高まっていると考える。 

BTC は、①発行上限がプログラム上で厳格に定められ恣意的な増発が不可能であるという希少

性、②国境や物理的制約を受けず迅速かつ低コストで移転・保管が可能である利便性、③第三者信

用を必要としない高い透明性及び信頼性を有しており、他の資産とは一線を画する特性を備える。 

貴社は 2024 年４月以降、BTC を中長期的な価値保存手段と位置づけ、自社資産として戦略的に

保有する「ビットコイン・トレジャリー企業」へと事業モデルを転換した。2025 年１月に公表し

た「21 ミリオン計画」及び同年６月に発表した「555ミリオン計画」に基づき、資金調達を通じた

BTC の取得を継続的に進めてきた。 

一方、足元では世界的なビットコイン・トレジャリー企業の株価調整局面の影響もあり、貴社株

価は一時的に mNAV（企業価値÷BTC 時価純資産）が１倍を下回る局面が見られた。これを踏まえ、

貴社は 2025 年 10 月に「キャピタル・アロケーション・ポリシー（資本配分方針）」を公表し、資

金調達、BTC 投資及び自己株式取得のバランスを総合的に管理することにより、株主価値の最大化

を図る方針を掲げた。 

同方針のもと、貴社はまず 2025 年 12 月に既存の MS ワラントに係るリファイナンスを実施し

た。将来的な普通株式の過度な希薄化リスクを抑制するとともに、新株予約権の行使価格を 637 円

及び 777 円という複数水準に分散させ、特定の株価水準における行使集中と、それを意識した株

価形成となるリスクを回避する目的である。あわせて貴社は 2025 年 12 月 29 日付で、普通株式の

希薄化影響が相対的に小さいＢ種種類株式の第三者割当による資金調達を実施し、即時的な希薄

化を極力抑えつつ BTC の下限取得原資を確保して、戦略を継続的に推進してきた。 

 これらは、希薄化リスクを管理しながらも、資金調達を通じて BTC 保有量及び１株当たり BTC 価

値の拡大を同時に実現するという、貴社の基本的な資本戦略に沿う施策である。その結果、貴社の

BTC保有数量は 2024年末時点の 1,762BTCから 2025年末時点には 35,102BTCへと大幅に拡大した。

さらに、完全希薄化後の発行済株式数を前提とした１株当たり BTC 保有数量の成長率（BTC イール

ド）は 2025 年通年で 568％に達し、資本戦略及び BTC 取得戦略が株主価値の観点からも成果を上

げたと貴社は考える。 

2026 年に入り、貴社は引き続き１株当たり BTC 保有数量の拡大を重要指標として掲げ、その最
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大化を目指す。現状の mNAV が１倍を上回る株価水準では、普通株式及び優先株式をバランスよく

活用した資金調達を通じて BTC 取得を継続することが、中長期的な企業価値及び株主価値の向上

にとって最善であるとの判断である。 

本資金調達スキームは、普通株式による即時の資本調達と、新株予約権の行使を通じた将来的

な資本流入の可能性を組み合わせ、単純な時価発行による希薄化を回避しつつ、実質的にプレミ

アム水準での普通株式による資金調達を通じた BTC 取得を目指すものだ。調達資金は、ビットコ

インの追加取得に加え、ビットコイン・インカム事業への投資を通じた収益基盤の強化に充当す

る予定である。また一部は、クレジット・ファシリティ契約に基づき実行した借入金の一部返済に

充当するが、当該借入も元来ビットコイン取得又はビットコイン・インカム事業の拡大を目的と

して活用してきたものである。今回の返済は、クレジット・ファシリティの余力を回復・確保し、

将来の追加的なビットコイン取得や資本政策を機動的に実行できる体制を維持する目的である。 

貴社は、今後も市場環境、株価水準及び株主への影響を総合的に勘案しつつ、キャピタル・アロ

ケーション・ポリシーに基づく最適な資本政策を柔軟かつ継続的に実行し、１株当たり BTC 数量

の最大化を目指していく考えである。 

   そして、貴社によれば、資金使途については概略以下の通りである。 

①  ビットコインの購入 

 近年、世界的に高水準の債務残高の累積や、法定通貨の購買力低下を示唆するインフレ圧力

の高まりなど、各国に共通するマクロ経済リスクが顕在化している。この環境下では、企業の

財務戦略において、法定通貨ベースの資産に加え、インフレリスクに耐性を有する資産の位置

づけが重要である。貴社は、2024 年５月 13 日付「メタプラネットの財務管理の戦略的転換お

よびビットコインの活用について」にて開示したとおり、ビットコインを主要な準備資産の一

つとして戦略的に採用し、財務管理の軸足を移した。足元ではビットコイン・トレジャリー企

業の株価が調整局面にあり不確実性も高いことから、普通株式のみによる資金調達は必ずしも

容易ではなく、慎重な資本政策判断が求められる。貴社は、保有量の拡大にとどまらず、１株

当たりビットコイン保有数量を着実に拡大することが既存株主価値の中長期的向上に資する

と考え、今回、本株式及び本新株予約権を組み合わせた発行手法を採用した。本株式により確

定的な資金を確保して速やかに取得へ充当し、本新株予約権は企業価値及び株価の回復・上昇

局面での行使を想定することで、希薄化を段階的に管理しつつ、１株当たりの払込金額及びビ

ットコイン数量の最大化を図る目的である。以上を踏まえ、貴社は 2026 年２月から 2027 年２

月にかけて、ビットコインの購入資金として 14,002百万円を充当する予定である。 
②  ビットコイン・インカム事業 

 ビットコインの保有そのものからは金利等のインカム収益が発生しないため、貴社はデリバ

ティブ取引を活用したオプション収益の獲得に取り組んでいる。2025 年 12 月期には当該事業

により 8,580 百万円の売上高を計上する見込みである。これまで調達資金の概ね５％～10％程

度をオプション取引に係る証拠金として充当し売上拡大に寄与してきたところ、今回も同事業

の継続的拡大に充当し、2026 年２月から 2027 年２月にかけて 1,556 百万円をビットコインに

係るデリバティブ取引関連の証拠金として充当する予定である。これにより、取引余力及び運

用の安定性を高め、オプション収益の継続的な積み上げを図るとともに、優先株式の配当原資

の強化及びビットコイン蓄積のさらなる加速につなげる。 

③  借入金の返済 

 貴社は上限５億米ドルのクレジット・ファシリティを設定し、これまでに約 2.8 億米ドルを

実行している。当該クレジット・ファシリティは、2025 年第４四半期においてエクイティ・フ

ァイナンスによる資金調達が困難であった局面でも機動的に資金を確保する手段として活用

され、ビットコインの追加取得の継続や、ビットコイン・インカム事業におけるオプション料

収益の拡大を通じた収益基盤の強化に寄与した。一方で、財務健全性、リスク管理及び資本の

恒久性の観点から、負債やクレジット・ファシリティのみに依存した資金調達は適当ではない

ため、今後も補完的手段として機動的に活用できるよう一定の余力を維持することが重要であ

る。そこで、貴社は本資金調達により得られた資金のうち 5,186 百万円を、2026 年２月から

2027 年２月にかけて借入金の一部返済に充当し、当該クレジット・ファシリティの余力を回

復・確保する予定である。これにより、将来のビットコイン取得機会や資本政策の選択肢に対

する柔軟性及び機動性を確保しつつ、中長期的な成長戦略を安定的に遂行する。 

上記①～③の資金使途は、「ビットコインを中核とした財務戦略」の推進及び企業価値の持続的
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な向上に資するものであり、中長期的な成長戦略の遂行において合理性を有すると貴社は考えて

いる。特に、ビットコインの追加取得は、法定通貨安やインフレーション等のマクロ経済環境下に

おける財務基盤の強化及び価値保存機能の向上に寄与し、ビットコイン・インカム事業への資金

充当は、保有資産の効率的運用を通じた安定的キャッシュ・フローの創出により優先株式の配当

支払能力を高める施策である。これにより、将来的な優先株式の発行能力が強化され、ビットコイ

ンの継続的な取得と拡大という成長サイクルの推進力となる。したがって、本資金使途は貴社の

財務戦略、資本政策及び成長戦略の方向性と整合しており、その内容及び支出計画は合理的かつ

妥当であると貴社は考えている。 

貴社からの上記説明を踏まえ、当委員会で本資金調達の必要性につき検討したところ、主に以

下の三点から本資金調達の必要性は裏付けられると結論付けた。 

第一に、貴社が掲げるビットコインを中核とした財務戦略及び１株当たり BTC 数量の最大化と

いう経営方針を前提とすれば、BTC の追加取得に必要な資金を継続的・機動的に確保することは、

貴社の企業価値及び株主価値の中長期的向上に向けた合理的な施策である。法定通貨の購買力低

下を示唆するインフレ圧力の高まりや高水準の債務残高の累積といったマクロ経済リスクが顕在

化する中で、ビットコインを主要な準備資産の一つとして位置づける貴社の方針は一定の合理性

を有し、これを実行に移すための資金調達の必要性は否定できない。 

第二に、足元の市場環境下ではビットコイン・トレジャリー企業の株価が調整局面にあり不確

実性も高いことから、普通株式のみによる資金調達は必ずしも容易ではなく、資本政策としては

希薄化リスクを適切に管理しつつ、１株当たりの払込金額及び BTC 数量の最大化を図る設計が要

請される。この点、本株式による確定資金の確保と速やかな BTC 取得への充当を可能としつつ、

本新株予約権を企業価値及び株価の回復・上昇局面での行使により段階的に資本流入を得る仕組

みとすることは、単純な時価発行に伴う希薄化の影響を抑制し、既存株主価値の維持・向上と整合

するものといえる。さらに、ビットコイン・インカム事業の拡大に向け、デリバティブ取引に係る

証拠金を確保して事業基盤を維持・強化する必要性も認められる。 

第三に、貴社は上限５億米ドルのクレジット・ファシリティを設定し約 2.8 億米ドルを実行し

ているところ、当該枠はエクイティ・ファイナンスが困難な局面における機動的な資金確保手段

として有用である一方、財務健全性、リスク管理及び資本の恒久性の観点からは、負債調達や同枠

へ過度な依存は相当でない。将来の BTC 取得機会や資本政策を機動的に実行し得る体制を維持す

るためには、補完的手段として同ファシリティを活用できる余力を確保しておくことが重要であ

り、そのために本資金調達により得た資金の一部を用いて借入金の一部返済を行い、余力を回復・

確保しておくことが合理的といえる。 

以上から、本資金調達の必要性が認められる。 

 

２ 手段の相当性について 

(1) 資金調達方法の選択について 

本資金調達は、割当予定先に対し本証券を割り当て、本株式については払込期日に、本新株予約

権については割当予定先による行使によって当社が資金を調達する仕組みである。本資金調達の

特徴、メリット及びデメリットについて、貴社は概略以下の通りと考えている。 

メリットは以下の通りである。 

① 資金調達の確実性と機動性の確保 

本株式の発行により、発行時点で確定的な資金を確保することが可能となり、速やかにビット

コインの追加取得等の成長投資に充当することができる。一方、本新株予約権については、将来の

株価及び企業価値の向上局面において行使されることを想定しており、貴社の成長段階や市場環

境に応じた柔軟な追加資金調達が可能となる。 

② プレミアム行使価額及びオプション価値を活用した払込金額の最適化 

新株予約権は、発行時の株価水準に対してプレミアムを付した行使価額を設定することが可能

であり、株価上昇を前提とした資金調達設計を行うことができる。また、貴社普通株式の有する相

対的に高いボラティリティを反映することで、新株予約権の払込金額（オプション料）自体を確保

することが可能となる。これにより、新株の払込金額と新株予約権の払込金額を合算したオール

インベースでの１株当たり払込金額の最適化を図ることが可能となる。 

③ 希薄化の平準化と１株当たり BTC 保有数量の最大化 

新株予約権は、行使時に初めて株式が発行されるため、希薄化の平準化が期待できる。これによ
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り、希薄化の影響を抑制しつつ、１株当たりの払込金額及び１株当たりビットコイン保有数量の

最大化を図ることが可能となる。 

デメリットは以下の通りである。 

本新株予約権については、割当予定先による本新株予約権の行使に伴って追加の資金調達がな

される仕組みであり、資金調達の進捗について以下のデメリットがある。 

(ア) 株価が本新株予約権の行使価額を下回って推移した場合、割当予定先による本新株予約

権の行使が期待できず、事実上追加の資金調達ができない仕組みである。 

(イ) 株価が本新株予約権の行使価額を超えている場合でも、割当予定先が本新株予約権を行

使するとは限らず、資金調達の時期には不確実性がある。また、本新株予約権の行使が一部にとど

まることにより、想定どおりの金額での資金調達を実現できない可能性がある。 

(ウ) 本新株予約権が行使された場合には、貴社普通株式の価値に一定の希薄化が生じ、一度

に大量に行使された場合には、希薄化の規模は大きくなる。 

(エ) 本株式も含め、第三者割当方式という貴社と割当予定先のみの契約であるため、不特定

多数の新投資家から資金調達を募ることによるメリットは享受できない。 

貴社によれば、上記本資金調達の特徴、メリット及びデメリットを踏まえ、他の方法と比較し

て、本資金調達の手法を選択したという。他の資金調達方法に関する検討内容は、要旨以下の通り

である。 

① 新株式発行による増資 

(a) 公募増資 

 公募増資は一定の価格水準で大規模な資金調達を行う場合に有効である一方、公表から発行条

件決定までの期間に株価変動リスクが内在し、一般に直前の株価水準に対して一定のディスカウ

ントを伴う点に留意が必要である。このため、貴社は mNAV（修正後純資産倍率）が１倍を大きく

上回る水準にある場合には公募増資は有効な選択肢となり得ると考えているが、足元の株価水準

を踏まえると、公募増資による普通株式の発行は相対的に希薄化の影響が大きくなる可能性があ

ると認識している。そこで貴社は、調達規模を限定した第三者割当を採用し、新株と新株予約権を

組み合わせることで、希薄化の抑制と１株当たりの払込金額の最大化とのバランスを図ることが

適切であると判断している。 

(b) 株主割当増資 

 株主割当増資は既存株主に平等な取得機会を提供できる一方、払込みの確実性や資金調達完了

までの期間に不確実性が伴う。貴社は資金調達の確実性及び機動性を重視し、本資金調達の目的

及びスケジュールを総合的に勘案した結果、株主割当増資ではなく第三者割当方式を採用するこ

とが適切であると判断している。 

(c) 種類株式の発行 

 貴社は 2025年 12月 22日開催の臨時株主総会でＡ種種類株式及びＢ種種類株式を発行可能とす

るための定款変更を行い、Ｂ種種類株式については 2025 年 12 月 29 日を発行日として海外機関投

資家を割当先とする第三者割当による発行を実施している。他方、上場前の種類株式は前例のな

い商品設計で市場時価も存在せず、適正な発行価格の算定にあたり普通株式及び新株予約権と比

較して客観的判断が難しいという課題があるため、Ｂ種種類株式は臨時株主総会の発行決議を経

て条件を決定・発行した。こうした事情も踏まえ、現時点ではＡ種種類株式及びＢ種種類株式はい

ずれも次のステップとしてまず上場（IPO）を優先方針としている。もっとも、優先株式は mNAV の

水準にかかわらず発行が可能であるため重要な資金調達手法の一つと位置づけつつ、上場（IPO）

に向けては取引所との事前相談を開始している段階であり、関係当局の審査手続き等に一定の期

間を要する見込みで、現時点で上場承認は得られていない。さらに、上場承認（公表）から上場日

まで相当な期間を要するため、第三者割当方式に比べ資金調達の機動性には制約がある。以上を

総合し、貴社は、このタイミングで着実にビットコインの蓄積を推進するため、迅速かつ確実に資

金を確保できる新株及び新株予約権の第三者割当が現時点で最適であると判断している。 

② 新株予約権付社債（MSCB 含む） 

 新株予約権付社債は発行時に払込金額の全額が払い込まれるため早期に資金需要を満たし得る

が、転換がなされない場合には満期到来時に償還が必要となる。また MSCB は、転換価額に応じて

交付株数が決まる構造上、転換完了まで交付株式総数が確定せず、転換価額の下方修正がなされ

た場合には潜在株式数が増加し、株価への直接的影響が大きいと考えられる。 

③ 新株予約権無償割当による増資（ライツ・イシュー） 
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 ライツ・イシューにはコミットメント型とノンコミットメント型があるが、コミットメント型

は国内実績が乏しく成熟途上で、引受手数料等のコスト増大や時価総額・流動性による調達額の

限界等から、今回の資金調達方法として適当ではないと貴社は判断している。ノンコミットメン

ト型も既存投資家の参加率が不透明であるため、今回の資金調達方法として適当ではないと貴社

は判断している。なお、貴社は 2024 年８月６日付「新株予約権（非上場）の無償割当に関するお

知らせ」にて開示のとおり、2024 年９月６日付で株主全員に新株予約権を無償で割り当てる増資

を実施した。株主割当増資の再実施要望があることは認識し、今後の検討課題として位置づけつ

つ、今回は採用を見送ることと貴社は判断している。 

④ 借入れ・社債・劣後債による資金調達 

 今回目標としている金額規模を負債で調達することは負債比率が高まり適切ではないため、今

回の資金調達方法として適当ではないと貴社は判断している。貴社は最大５億米ドルを上限とす

る、ビットコインを担保としたクレジット・ファシリティ契約（本クレジット・ファシリティ）を

締結しており、2026 年１月 28 日現在で 2.8 億米ドルの借入を実施しているが、これは同日時点の

ビットコイン NAV（31 億米ドル）の約 9.0％にとどまる限定的水準である。理論上は追加借入余地

があるものの、本クレジット・ファシリティは短期の資金需要対応や優先株式発行までのつなぎ

資金としては有効である一方、償還期限を伴いリファイナンスリスクを完全に回避できず、長期

的・継続的なビットコイン蓄積を支える恒久性資本としては必ずしも十分ではないと貴社は認識

している。以上を踏まえ、貴社は負債や本クレジット・ファシリティのみに依存した資金調達は適

当ではないと判断している。貴社は今後、市場環境や資金需要に応じて一定の余力を残しつつ補

完的手段として機動的に活用する方針であり、その一環として本資金調達の一部を借入金返済に

充当して本クレジット・ファシリティの余力を回復・確保する予定である。 

まず、上記に示された他の資金調達方法に関する検討について、当委員会として検討した。この

検討は、各手法のメリット・デメリット、実現可能性、既存株主への影響等の主要な評価要素を踏

まえて整理されており、検討プロセスとして合理性を有するものである。また、一般に想定され得

る主要な資金調達手段について網羅的に比較検討がなされており、検討漏れは見当たらない。以

上を踏まえると、当該検討内容は全体として妥当であると考えた。 

そして、本資金調達の仕組みを選択した貴社の判断について、当委員会として検討したところ、

判断は妥当で合理性が認められると結論付けた。 

理由としては、主に以下の点が挙げられる。 

まず、本資金調達は、本株式の払込期日に確定資金を確保できるため、資金需要に対する充足可

能性が高く、資金使途（ビットコインの追加取得等の成長投資、ならびに必要に応じた借入金返済

等）を所要のタイミングで実行し得るという点で、資金調達の確実性及び機動性を担保する仕組

みである。とりわけ、足元の市場環境においてはビットコイン・トレジャリー企業の株価が調整局

面にあり、普通株式のみで所要額を一括して調達しようとすると、調達条件の悪化や希薄化の拡

大につながり得るほか、調達完了までの不確実性も相対的に高まる。これに対し、本株式で先行し

て一定の確定資金を確保し、速やかに成長投資に充当し得る設計は、資金使途の実現可能性を高

め、目的との関係で合理的である。また、第三者割当方式であることにより、スケジュール面でも

相対的に予見可能性が高く、機動的な資本政策の実行に資する点も評価し得る。 

次に、本新株予約権を併用する設計は、企業価値及び株価の回復・上昇局面での行使を想定し、

プレミアム行使価額の設定可能性及びオプション価値を活用して、新株の払込金額と新株予約権

の払込金額を合算したオールインベースの１株当たり払込金額の最適化を図り得る点で優れてい

る。加えて、行使時に初めて株式が発行されるという性質上、資金流入と希薄化の発生を段階化で

き、希薄化の平準化を通じて市場への影響を緩和しつつ、１株当たりの払込金額及び１株当たり

BTC 保有数量の最大化という目的に資する構造となっている。他方で、株価が行使価額を下回る場

合には追加調達が進まないこと、株価が上回っていても割当予定先が行使するとは限らず時期や

金額に不確実性があること、行使により一定の希薄化が生じ得ること等のデメリットはたしかに

内在する。しかし、これらは新株予約権を用いる資金調達一般に伴う性質であり、貴社は当該リス

クを前提に、本株式による確定資金の確保と組み合わせることで資金調達の確実性を補完しつつ、

希薄化管理と調達条件の最適化を両立させようとしている点で、手段選択として不合理とはいえ

ない。 

そして、貴社は、先述の通り主要な資金調達手段について多数の観点から比較検討しており、当

該比較検討の結果として現時点で迅速かつ確実に資金を確保しつつ希薄化を一定程度コントロー
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ルできる新株及び新株予約権の第三者割当を選択したという判断は合理性を有する。併せて、本

クレジット・ファシリティについても、補完的手段としての余力を回復・確保する方針を示してお

り、負債への過度な依存を避けつつ資金調達手段の柔軟性を維持する観点からも、総合的に合理

的である。 

上記の理由から、本資金調達の仕組みを選択した貴社の判断は、妥当であり、合理性が認められ

る。 

(2) 割当予定先の選定理由について 

貴社は、海外投資家である Anson Opportunities Master Fund LP、Anson Investments Master 

Fund LP、Anson East Master Fund LP、Alyeska Master Fund, LP、Brookdale Global Opportunity 

Fund、Brookdale International Partners, L.P.、Walleye Opportunities Master Fund Ltd.、

Athos Asia Event Driven Master Fund、FMAP ACL Limited、New Holland Tactical Alpha Fund 

LP、BlueHarbour MAP I LP、BB Special Opportunities Fund Ltd、Inicio Master SPC – Segregated 

Portfolio A 及び Eagle Harbor Multi-Strategy Master Fund Limited を割当予定先として選定

した。貴社は、これまでの海外募集および B 種種類株式の発行等を通じて、日本株およびビット

コイントレジャリー企業に対する知見を有する大手機関投資家との間に継続的な関係を構築して

きており、これらの実績を踏まえ、本件においても、当社が適切と考える発行条件にて引受けが可

能な機関投資家を選定することが合理的であると判断し、プレースメント・エージェントである

Cantor Fitzgerald & Co.と検討を進めた。その結果、貴社の置かれた経営環境・今後の事業方針

及び本第三者割当に係るリスク等を十分に理解した上で、貴社が必要とする金額を調達するに当

たり、貴社にとって最も望ましいと考えられる条件で合意できた先として、各投資家を割当予定

先とすることに決定した。 

貴社と各割当予定先との間で、本株式及び本新株予約権の行使により交付される貴社普通株式

につき、継続保有及び預託に関する取り決めはない。また、本証券に関する各割当予定先の保有方

針はいずれも純投資であると貴社は聴取している。なお、本買取契約において、本新株予約権の譲

渡には貴社取締役会による承認を要する旨が定められている。割当予定先から本新株予約権の全

部又は一部の譲渡申入れがあった場合、貴社は譲渡先の実態、本新株予約権の行使に係る払込原

資の確認及び本新株予約権の行使により取得する株式の保有方針を確認した上で、譲渡先として

適当であると判断した場合に、貴社取締役会で承認するものとし、承認が行われた場合には、その

旨及び譲渡内容を速やかに開示する。割当予定先とは、現時点において本新株予約権を譲渡する

予定はない旨口頭で確認している。 

また、貴社は、各割当予定先から、各割当予定先が払込期日から２年以内に本株式の全部若しく

は一部を譲渡した場合には、その内容を貴社に対し書面により報告すること、貴社が当該報告内

容を東証に報告すること、並びに当該報告内容が公衆の縦覧に供されることに同意することにつ

き、それぞれ確約書を取得する予定である。 

貴社は、各割当予定先から、保有する資産の残高又は払込みに要する財産の存在を証明する資

料を受領しており、各割当予定先に割り当てられる本株式の発行及び本新株予約権の行使に係る

払込みに十分な財産を有することを確認している。 

貴社は、本買取契約において、本買取契約の締結日から本買取契約の締結日後 30 日目の日まで

の期間中、割当予定先の事前の書面による承諾を受けることなく、以下の行為を行わない旨を合

意している。 

① 当社普通株式その他資本性証券又は当社普通株式その他資本性証券に転換若しくは交換さ

れうる若しくは当社普通株式その他資本性証券のために行使されうる証券（以下、個別に又は

総称して「ロックアップ対象証券」といいます。）の発行等を行うこと 

② ロックアップ対象証券の所有権又はその経済的効果を移転させるデリバティブ取引その他

の取引をすること 

但し、本買取契約において、以下の行為が上記の制限から除かれる旨が定められている。 

① 当社普通株式の株式分割又は無償割当てによる当社普通株式の発行 

② 本買取契約の締結日時点で発行済みの新株予約権の行使による当社普通株式の発行又は交

付 

③ 本証券の発行 

④ 当社又は当社の子会社若しくは関連会社の従業員若しくは取締役へのインセンティブとし

てのロックアップ対象証券の発行又は交付 
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⑤ 第三者との業務提携（継続中の業務提携に限らず、新規又は潜在的な業務提携を含みます。）

に関連したロックアップ対象証券の発行又は交付 

⑥ 法令又は規則により必要とされる当社普通株式の発行又は交付 

貴社は、本買取契約において、貴社が払込期日から 12 か月間の間に本資金調達と実質的に同様

のスキームでの資金調達（以下「追加資金調達」という。）を行おうとする場合、割当予定先に対

して、当該追加資金調達における調達額の比例按分額を上限とし、他の投資家に提供されるのと

同等の条件で、当該追加資金調達に参加する機会を提供する旨を合意している。但し、かかる割当

予定先の参加権は、最初の追加資金調達が完了した時点で、割当予定先が当該追加資金調達に参

加したか否かにかかわらず、自動的に消滅するものとされている。 

貴社は、本買取契約において、各割当予定先から反社会的勢力ではなく、又は反社会的勢力と何

らかの関係がない旨の表明保証を受けている。さらに貴社は、各割当予定先について、反社会的勢

力であるか否か、及び各割当予定先が反社会的勢力と何らかの関係を有しているか否かについて、

独自に専門の第三者機関である株式会社ＪＰリサーチ＆コンサルティングに調査を依頼し、同社

から調査報告書を受領したが、当該調査報告書において、各割当予定先が反社会的勢力である、又

は各割当予定先が反社会的勢力と何らかの関係を有している旨の報告はなかった。以上により、

貴社は各割当予定先が反社会的勢力と一切の関係がないと判断し、これに係る確認書を東証に提

出している。 

以上の事情及び関連資料を踏まえ、割当予定先の選定について当委員会で検討した。 

まず、貴社は、これまでの海外募集および B 種種類株式の発行等を通じて、日本株およびビッ

トコイントレジャリー企業に対する知見を有する大手機関投資家との間に継続的な関係を構築し

てきており、これらの実績を踏まえ、本件においても、当社が適切と考える発行条件にて引受けが

可能な機関投資家を選定することが合理的であると判断し、プレースメント・エージェントであ

る Cantor Fitzgerald & Co. と検討を進めた上で割当予定先として選定しているため、選定プロ

セスに不合理な点はみられない。 

また、貴社は、各割当予定先について、払込みに要する財産の存在を証明する資料を受領して払

込能力を確認しているほか、本買取契約において本新株予約権の譲渡には貴社取締役会の承認を

要する旨を定め、譲渡の申入れがあった場合には譲渡先の実態、払込原資及び保有方針を確認の

上で適当と判断したときに限り承認し、承認した場合には速やかに開示する運用としており、割

当予定先に起因するリスクへの対応も一定程度講じられている。 

そして、貴社は、本買取契約において各割当予定先から反社会的勢力でない旨等の表明保証を

受けるとともに、株式会社ＪＰリサーチ＆コンサルティングに調査を依頼して調査報告書を受領

し、反社会的勢力該当性又は関係性が認められない旨の報告を得た上で、これに係る確認書を東

証に提出していることから、割当予定先の適格性確認は相応に尽くされているといえる。 

そのため、本件割当先の選定には合理性が認められると思料する。 

(3) 小括 

以上のとおり、貴社が本資金調達という手段を選択すること、割当予定先の選択について、いず

れも相当性が認められると思料する。 

 

３ 発行条件の相当性について 

(1) 本株式について 

本株式の払込金額は、発行決議日の前営業日（2026 年１月 28 日）における東京証券取引所が公

表した貴社普通株式の終値 475 円の 105％に相当する金額である 499 円（１円未満端数切上げ。以

下、株価の計算について同様とする。）とした。発行決議日の前営業日の終値を基準として採用し

た理由は、直近の株価が現時点における貴社の客観的企業価値を適正に反映していると判断した

ためである。貴社は、上記払込金額の算定根拠につき、日本証券業協会「第三者割当増資の取扱い

に関する指針」に準拠しているものと考え、割当予定先とも十分に協議の上で決定したとしてい

る。 

また、本株式の払込金額は、発行決議日の前営業日（2026 年１月 28 日）までの直前１か月間の

貴社普通株式の終値単純平均値 515 円に対して 3.11％のディスカウント（小数点以下第三位を四

捨五入。以下同様）、同直前３か月間及び直前６か月間の終値単純平均値に対しては、それぞれ

11.63％のプレミアム及び 14.41％のディスカウントとなる金額である。 

なお、貴社監査役３名全員（うち全員が社外監査役）からは、会社法上の職責に基づく監査の結
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果、(ア) 払込金額が市場価格を基準としていること、(イ) 発行決議日前営業日の終値に５％の

プレミアムが付されていること、(ウ) 上記指針に準拠していることを確認し、本株式の払込金額

は割当予定先に特に有利な金額ではなく適法であるとの趣旨の意見を得ている。 

(2) 本新株予約権について  

貴社は、本新株予約権の発行要項及び割当予定先との間で締結する本買取契約に定められた諸

条件を考慮した本新株予約権の評価を、第三者算定機関である株式会社赤坂国際会計（代表取締

役：山本顕三、住所：東京都千代田区紀尾井町４番１号）に依頼した。同社は第三者割当増資の引

受案件において多数の評価実績があり、新株予約権の発行実務及び価値評価に関する十分な専門

知識・経験を有すると認められることから選定されたものであり、同社と貴社及び割当予定先と

の間に重要な利害関係はない。 

当該算定機関は、ブラック・ショールズ・モデルや二項モデル等との比較検討を行った上で、発

行要項及び本買取契約に定められた諸条件を相対的に適切に算定結果へ反映できるとして、モン

テカルロ・シミュレーションにより評価を実施している。また、評価基準日（2026 年１月 28 日）

の市場環境や割当予定先の権利行使行動等を考慮した前提として、貴社株価（475 円）、予定配当

額（０円／株）、無リスク利子率（1.0％）、ボラティリティ（116.7％）、売却可能株式数並びに権

利行使・株式売却に伴うマーケットインパクトモデルにより想定される株式処分コストの発生等

を想定して評価している。 

貴社は、算定機関が算定した評価額（523 円）を参考に、割当予定先との協議を経て、本新株予

約権１個の払込金額を当該評価額と同額である 523 円とし、行使価額は、発行決議日の直前取引

日における東京証券取引所での貴社普通株式の普通取引の終値の 115％に相当する金額（１円未満

端数切上げ）とした。貴社は、独立した第三者算定機関が一般的手法であるモンテカルロ・シミュ

レーションにより公正価値を算定しており、その評価額と同額を払込金額としていることから、

本新株予約権の発行価額はいずれも有利発行に該当せず、適正かつ妥当であると判断したとして

いる。 

また、貴社監査役３名全員（うち全員が社外監査役）からは、(ア) 独立した第三者算定機関が、

行使価額、市場売買高及び株価、権利行使期間、株価変動性、金利等の公正価値に影響を及ぼし得

る事象を前提としてモンテカルロ・シミュレーションにより公正価値を算定しており、その評価

額は適正かつ妥当と解されること、(イ) 当該評価額を踏まえて払込金額が決定されていることを

確認し、本新株予約権の発行条件は割当予定先に特に有利な金額ではなく適法であるとの趣旨の

意見を得ている。 

上記の貴社の本株式及び本新株予約権の発行条件の検討につき、当委員会で検討した。 

まず、本株式の払込金額は、発行決議日の前営業日の終値を基準として算定されており、直近の

市場価格を客観的指標として採用するという点で、この手法自体に特段の不合理は見当たらない。

加えて、直前１か月間の終値単純平均値 515 円との比較関係も示されており、払込金額の水準の

妥当性が示されている。また、貴社においては、日本証券業協会「第三者割当増資の取扱いに関す

る指針」に準拠するとの整理の下、割当予定先とも協議の上で条件決定した旨が説明されている

ほか、監査役３名の意見も踏まえて判断したという経緯がある。そして、本新株予約権について

も、独立した第三者算定機関である株式会社赤坂国際会計が、モンテカルロ・シミュレーションを

用い、評価基準日の市場環境等を踏まえた前提により評価した結果を参照し、当該評価額と同額

を払込金額とする設計が採られているほか、監査役３名の意見も踏まえて判断している。これら

の事情からすると、貴社の検討に不合理な点や検討漏れは見当たらないといえる。 

よって、貴社から受けた説明及び提供を受けた資料の内容を前提にすれば、本新株予約権の発

行価額及び行使価額には相当性が認められるといえる。 

(3) 希薄化について 

本株式の数（24,529,000 株）に本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式数

（15,944,000 株）を合算した株式数 40,473,000 株（議決権数 404,730 個）を分子とし、2025 年

12 月 31 日現在の貴社発行済普通株式総数 1,142,274,340 株及び 2025 年 12 月 31 日現在の議決権

数 11,415,043 個を分母とする希薄化率は 3.54％（議決権ベースの希薄化率は 3.55％）に相当す

る。 

また、本株式の数（24,529,000 株）に本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式数

（15,944,000 株）を合算した株式数 40,473,000 株（議決権数 404,730 個）に、発行決議に先立つ

６か月以内である、①2025 年 12 月 29 日付で発行したＢ種種類株式に付された貴社普通株式を対
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価とする取得請求権が当初の条件で全て行使された場合に交付される貴社普通株式数 23,610,000

株（議決権数 236,100 個）、並びに②2025 年 12 月８日付で発行した第 23 回新株予約権及び第 24

回新株予約権が全て行使された場合に交付される貴社普通株式数 210,000,000 株（議決権数

2,100,000 個）を合算した総株式数は 274,083,000 株（議決権数 2,740,830 個）であり、2025 年

12 月 31 日現在の貴社発行済普通株式総数 1,142,274,340 株及び 2025 年 12 月 31 日現在の議決権

数 11,415,043 個を分母とする希薄化率は 23.99％（議決権ベースの希薄化率は 24.01％）に相当

する。なお、2025 年６月 23 日付で発行した第 20 回乃至第 22 回新株予約権については、2025 年

12 月８日付で、残存する全ての新株予約権を取得及び消却している。 

そのため、本資金調達により、貴社普通株式について一定程度の希薄化が生じることが見込ま

れ、株主利益に反するとも思われることから、慎重な検討を要する。 

この点について、貴社としては、本資金調達により調達した資金を先述の資金使途に充当する

ことで事業基盤の強化及び拡大を図り、中長期的な企業価値及び株主価値の向上につなげること

ができると考えているという。具体的には、本資金調達により、希薄化率を上回る１株当たりビッ

トコイン保有数量の成長が見込まれることから、当該希薄化を考慮しても既存株主に十分な利益

をもたらすものと貴社は判断している。そのため、貴社としては、本資金調達における発行数量及

び普通株式の希薄化の規模は合理的であると判断したという。 

希薄化に関する貴社の上記検討内容について、当委員会として慎重に検討したところ、主に以

下の理由から貴社の判断は特段不合理なところが見受けられないと結論付けた。 

第一に、貴社は、キャピタル・アロケーション・ポリシーに基づき、資金調達、BTC 投資、自己

株式取得のバランスを総合的に管理して株主価値の最大化を図る方針を明確化した上で、2025 年

12 月の MS ワラント、リファイナンス及び同月 29 日のＢ種種類株式発行など、希薄化リスクの抑

制を意識した資本政策を段階的に実行してきたことが認められる。さらに、当該施策の結果とし

て、BTC 保有数量が 2024 年末の 1,762BTC から 2025 年末の 35,102BTC へ大幅に拡大し、完全希薄

化後の発行済株式数を前提とした１株当たり BTC 保有数量の成長率（BTC イールド）も 2025 年通

年で 568％に達した旨が示されており、貴社が希薄化を上回る１株当たり BTC 価値の拡大を経営

指標として実際に成果を上げてきた経緯がある。この背景及び現状を踏まえると、本資金調達及

び資金使途が株主利益に資する側面が十分に認められると考えられ、本資金調達の希薄化の規模

も合理的と思われる。 

第二に、本資金調達の設計は、普通株式による即時的な資金確保と、新株予約権の行使による将

来的な資本流入の可能性を組み合わせるものであり、希薄化のタイミングを一定程度分散させつ

つ、現状株価水準より高いプレミアム行使価額（本株式：直前終値×105％、本新株予約権：直前

終値×115％）を設定することで、単純な時価発行による過度な希薄化を回避し、オールインベー

スでの１株当たり払込金額の最適化を図る狙いが具体的に説明されている。加えて、本新株予約

権は行使がなされるまで直ちに株式の希薄化をもたらさない点、及び行使が株価上昇局面で行わ

れることを想定している点は、既存株主の不利益を抑制する方向での制度設計として評価し得る。 

第三に、調達資金の使途は、①ビットコインの追加取得、②ビットコイン・インカム事業への投

資（デリバティブ取引に係る証拠金の充当を含む）による収益基盤の強化、③クレジット・ファシ

リティに係る借入金の一部返済による余力回復・機動性確保と整理されており、いずれも貴社が

掲げるビットコインを中核とした財務戦略及び BTC の価値成長とキャッシュフロー創出の両立と

いう方針に整合する。具体的には、本株式により資金を確保して速やかにビットコイン取得に充

当しつつ、本新株予約権については株価上昇局面での行使を想定することで、希薄化を段階的に

抑制しつつ１株当たり BTC 保有数量の最大化を図るとの説明がされている。加えて、ビットコイ

ン・インカム事業によるキャッシュフロー創出は、優先株式の配当原資の強化や将来の資本政策

の選択肢拡大にも資する位置づけが示されている。さらに、クレジット・ファシリティは補完的に

活用しつつ、その余力を回復・確保して将来の追加取得等を機動的に実行できる体制を維持する

ため一部返済に充当するとの判断過程は、財務健全性及びリスク管理の観点から正当化されうる。 

以上のとおり、希薄化というデメリットを認識した上で、資金需要への対応、資金使途の合理

性、実行の確実性及びリスク低減策（希薄化タイミングの分散、プレミアム行使価額の設定、資本

政策の機動性確保等）を一体として検討している点も踏まえると、貴社の判断に特段不合理なと

ころは見受けられない。本資金調達によって生じうる希薄化は大規模であるものの、希薄化の程

度や態様と本資金調達に伴って期待される財務面、事業面のメリットを総合的に考慮すると、十

分合理的なスキームであるといえ、特に中長期的観点から既存株主の利益に合致する合理的なス
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キームであると当委員会は判断した。 

よって、貴社から受けた説明及び提供を受けた資料を前提にすると、本資金調達による希薄化

については合理性が認められる。 

(4) 小括 

以上により、本資金調達の発行条件には相当性が認められると思料する。 

 

第３ 結論 

上記の検討結果を総合的に勘案すれば、本資金調達には必要性及び相当性が認められると思

料する。 

 

上記意見を参考に討議・検討した結果、当社は、2026年１月 29 日付の取締役会において、本第三者

割当を行うことを決議いたしました。 

 

11．最近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 

 

（１）最近３年間の業績（連結） 

 
第 24 期 

2022 年 12 月期 

第 25 期 

2023 年 12 月期 

第 26 期 

2024 年 12 月期 

売 上 高 （ 千 円 ） 366,121 261,633 1,062,283 

経常利益又は経常損失（△） 

（ 千 円 ） 
△836,658 △414,710 5,993,193 

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 

当 期 純 利 益 又 は 

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 

当期純損失（△）（千円） 

977,845 △683,923 4,439,843 

包 括 利 益 （ 千 円 ） 993,985 △632,639 4,439,843 

純 資 産 額 （ 千 円 ） 617,518 1,152,087 16,965,842 

総 資 産 額 （ 千 円 ） 5,357,296 1,666,137 30,325,812 

１株当たり純資産額（円） 107.20 98.56 468.30 

１株当たり当期純利益金額 

又は当期純損失金額（△）（円） 
171.03 △62.93 226.65 

（注）１．2024 年６月 28 日開催臨時株主総会において、株式併合に係る議案が承認可決されており、

株式併合の効力発生日（2024 年８月１日）をもって 10 株を１株に株式併合しており、また、

2025年４月１日付で当社普通株式１株につき 10株の割合による株式分割を実施しておりま

す。このため上表の１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額、潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額及び１株当たり純資産額は、第 24 期（2022 年 12 月期）の期首に当該

株式併合及び株式分割が行われたと仮定し算定しております。 

２．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 2020 年３月 31 日）等を第 24 期の期

首から適用しており、第 24 期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を

適用した後の指標等となっております。 

 

（２）現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（2025 年 12 月 31 日現在） 

 株 式 数 発行済株式数に対する比率 

発 行 済 株 式 数 

普通株式 1,142,274,340株 

A 種種類株式 ０株 

B 種種類株式 23,610,000株 

100.00％ 

－ 

100.00％ 

現時点の転換価額（行使価額）に

お け る 潜 在 株 式 数 
普通株式 233,610,000 株 20.45％ 

下限値の転換価額（行使価額）に

お け る 潜 在 株 式 数 
－ － 

上限値の転換価額（行使価額）に

お け る 潜 在 株 式 数 
－ － 



 

23 

（注）上記潜在株式数は、第 23 回及び第 24 回新株予約権並びに B 種種類株式に係る潜在株式数の合

計であります。なお、B 種種類株式に係る潜在株式数は、B 種種類株式に付された当社普通株式

を対価とする取得請求権が当初の条件で全て行使されたと仮定して算定しております。 

 

（３）最近の株価の状況 

① 最近３年間の状況 

決算年月 2023 年 12 月期 2024 年 12 月期 2025 年 12 月期 

始 値 （ 円 ） 47 18 374.5 

高 値 （ 円 ） 48 427 1,930 

安 値 （ 円 ） 14 14 291 

終 値 （ 円 ） 17 348 405 

（注）１．各株価は、東京証券取引所（スタンダード市場）におけるものであります。 

２．当社は、2024 年８月１日付で普通株式 10 株につき１株の割合で株式併合を行っており、ま

た、2025 年４月１日付で当社普通株式１株につき 10 株の割合による株式分割を実施してお

りますので、上記においては、2023 年 12 月期の期首に当該株式併合及び株式分割が行われ

た前提の数値としております。 

 

② 最近６か月間の状況 

 
2025 年 

８月 

 

９月 

 

10 月 

 

11 月 

 

12 月 

2026 年 

１月 

始 値 （ 円 ） 1,150 884 552 486 406 437 

高 値 （ 円 ） 1,174 900 662 486 484 639 

安 値 （ 円 ） 801 496 387 336 357 433 

終 値 （ 円 ） 879 575 491 400 405 475 

（注）１．各株価は、東京証券取引所（スタンダード市場）におけるものであります。 

２．2026 年１月の状況につきましては、2026 年１月 28 日現在で表示しております。 

 

③ 発行決議日前営業日における株価 

 2026 年１月 28 日 

始  値 495 円 

高  値 503 円 

安  値 475 円 

終  値 475 円 

（注）各株価は、東京証券取引所（スタンダード市場）におけるものであります。 

 

（４）最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

第三者割当による普通株式の発行 

払 込 期 日 2023 年２月８日 

調 達 資 金 の 額 

1,150,000,000 円（第三者割当による第９回新株予約権の発行とあ

わせた発行諸費用の概算額である 44,000,000 円を差し引いた差引

手取概算額は 1,106,000,000 円） 

発 行 価 額 １株当たり 20 円 

募 集 時 に お け る 

発 行 済 株 式 総 数 
普通株式 57,192,187 株 

当該募集による発行株式数 普通株式 57,500,000 株 
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割 当 先 

シュモンク・リミテッド 

マシアス・デ・テザノス 

パネフリ工業株式会社 

ゲリット・ヴァン・ウィンゲルデン 

ピヤジット・ルカリヤポン 

リン・コック 

ハリス・ノルディン 

山口聡一 

デビッド・スペンサー 

阿部好見 

MMXX ベンチャーズ・リミテッド 

サイモン・ゲロヴィッチ 

マーク・ライネック 

王生貴久 

ニナ・ゲロヴィッチ 

発 行 時 に お け る 

当 初 の 資 金 使 途 

①運転資金 

②コア事業における開発・運営・宣伝費 

③コンサルティング事業にかかる人件費 

④投資事業にかかる投資原資 

⑤借入金の返済 

発行時における支出予定時期 

①2023 年２月～2024 年 12月 

②2023 年２月～2024 年 12月 

③2023 年２月～2025 年 12月 

④2023 年２月～2025 年 12月 

⑤2023 年２月～2023 年３月 

現 時 点 に お け る 充 当 状 況 

①運転資金：全額充当済み 

②コア事業における開発・運営・宣伝費：全額充当済み 

③コンサルティング事業にかかる人件費：全額充当済み 

④投資事業にかかる投資原資：全額充当済み 

⑤借入金の返済：全額充当済み 

 

第三者割当による第９回新株予約権の発行 

割 当 日 2023 年２月８日 

発 行 新 株 予 約 権 数 670,000 個 

発 行 価 額 総額 15,410,000 円（新株予約権１個につき 23 円） 

発 行 時 に お け る 

調 達 予 定 資 金 の 額 
1,355,410,000 円 

割 当 先 
MMXXベンチャーズ・リミテッド 

EVO FUND 

募集時における発行済株式総数 普通株式 57,192,187株 

当該募集による潜在株式数 普通株式 67,000,000株 

現 時 点 に お け る 

行 使 状 況 

行使済新株予約権数：670,000個 

（残新株予約権数：０個） 

現 時 点 に お け る 

調 達 し た 資 金 の 額 

発行価額の総額 15,410,000 円 

行使価額の総額 2,505,410,000円 
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（ 差 引 手 取 概 算 額 ） 発行諸費用 44,000,000 円 

差引手取概算額 2,476,820,000円 

発 行 時 に お け る 

当 初 の 資 金 使 途 

①運転資金 

②コア事業における開発・運営・宣伝費 

③コンサルティング事業にかかる人件費 

④投資事業にかかる投資原資 

⑤借入金の返済 

発行時における支出予定時期 

①2023 年２月～2024 年 12月 

②2023 年２月～2024 年 12月 

③2023 年２月～2025 年 12月 

④2023 年２月～2025 年 12月 

⑤2023 年２月～2023 年３月 

資金使途変更後の資金使途 

①運転資金 

②コア事業における開発・運営・宣伝費 

③投資事業にかかる投資原資 

④借入金の返済 

資金使途変更後の支出予定時期 

①2023 年２月～2024 年 12月 

②2023 年２月～2024 年 12月 

③2023 年２月～2025 年 12月 

④2023 年２月～2023 年３月 

現 時 点 に お け る 充 当 状 況 

①運転資金：全額充当済み 

②コア事業における開発・運営・宣伝費：全額充当済み 

③投資事業にかかる投資原資：全額充当済み 

④借入金の返済：全額充当済み 

（注）2024 年６月 10 日付「第９回新株予約権の全部行使について」でお知らせしたとおり、第９回新

株予約権の行使を終了しております。2024 年６月 11 日付「資金使途の変更に関するお知らせ」

にて公表のとおり、当社が 2022 年 12 月 28 日に第９回新株予約権の発行を取締役会にて決議し

た当時に企図していた WEB3 やメタバース関連事業は、未だ収益化の見通しが立たないためこれ

らを取りやめることとし、新たにビットコインの購入・保有を当社の財務戦略の一環として取

り入れることにしたため、変更しております。 

 

新株予約権（非上場）の無償割当による第 11 回新株予約権の発行 

割 当 日 2024 年９月６日 

発 行 新 株 予 約 権 数 18,099,116 個 

発 行 価 額 総額０円（新株予約権１個当たり０円） 

発 行 時 に お け る 

調 達 予 定 資 金 の 額 

（ 差 引 手 取 概 算 額 ） 

9,996,357,150 円 

内訳： 

新株予約権発行による調達額：０円 

新株予約権行使による調達額：10,082,646,150 円 

割 当 先 2024 年９月５日時点の株主名簿に記載又は記録された株主 

募集時における発行済株式総数 普通株式 18,169,218株 

当 該 募 集 に よ る 

潜 在 株 式 数 
普通株式 18,099,116 株 

現 時 点 に お け る 

行 使 状 況 

行使済新株予約権数：18,099,116個 

（残新株予約権数：０個） 

現 時 点 に お け る 

調 達 し た 資 金 の 額 
9,958,720,380円 
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（ 差 引 手 取 概 算 額 ） 

発 行 時 に お け る 

当 初 の 資 金 使 途 

①社債の償還 

②ビットコインの購入 

③運転資金 

発行時における支出予定時期 

①2024 年 10 月～2025 年６月 

②2024 年９月～2024 年 12月 

③2024 年 10 月～2026 年 12 月 

資金使途変更後の資金使途 

①社債の償還 

②ビットコインの購入 

③運転資金 

④MMXX への借入返済 

資金使途変更後の支出予定時期 

①2024 年 10 月～2025 年６月 

②2024 年９月～2024 年 12月 

③2024 年 10 月～2026 年 12 月 

④2024 年 10 月 

現 時 点 に お け る 充 当 状 況 

①社債の償還：全額充当済み 

②ビットコインの購入：全額充当済み 

③運転資金：全額充当済み 

④MMXX への借入返済：全額充当済み 

（注）当社が、2024 年８月６日付「新株予約権（非上場）の無償割当に関するお知らせ」でお知らせ

したとおり、当社第 11 回新株予約権（非上場）の無償割当を行うことを決議しておりますが、

2024 年８月８日付「資金の借入及びビットコインの購入に関するお知らせ」でお知らせしたと

おり、MMXX ベンチャーズ・リミテッドよりビットコインを購入するために総額 10 億円の資金の

借入れ（以下「当該借入」といいます。）を行いましたが、当該借入の返済をするため、2024 年

10 月１日付「（開示事項の変更）資金の借入の繰上返済及び資金使途の変更に関するお知らせ」

にて公表のとおり資金使途を変更しております。 

 

第三者割当による第 12 回新株予約権の発行 

割 当 日 2024 年 12 月 16 日 

発 行 新 株 予 約 権 数 29,000 個 

発 行 価 額 総額 17,806,000 円（新株予約権１個当たり 614 円） 

発 行 時 に お け る 

調 達 予 定 資 金 の 額 

（ 差 引 手 取 概 算 額 ） 

9,507,006,000 円 

割 当 先 EVO FUND 

募集時における発行済株式総数 普通株式 36,268,334株 

当該募集による潜在株式数 普通株式 2,900,000 株 

現 時 点 に お け る 

行 使 状 況 

行使済新株予約権数：29,000 個 

（残新株予約権数：０個） 

現 時 点 に お け る 

調 達 し た 資 金 の 額 

（ 差 引 手 取 概 算 額 ） 

発行価額の総額 17,806,000 円 

行使価額の総額 9,535,200,000円 

発行諸費用 46,000,000 円 

差引手取概算額 9,507,006,000円 

発 行 時 に お け る 

当 初 の 資 金 使 途 

①ビットコインの購入 

②運転資金 
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発行時における支出予定時期 
①2024 年 12 月～2025 年６月 

②2024 年 12 月～2025 年 12 月 

資金使途変更後の資金使途 
①社債の償還 

②運転資金 

資金使途変更後の支出予定時期 
①2025 年１月 

②2024 年 12 月～2025 年 12 月 

現 時 点 に お け る 充 当 状 況 
①社債の償還：全額充当済み 

②運転資金：全額充当済み 

（注）2025 年１月６日付「第三者割当により発行された第 12 回新株予約権（行使価額修正条項付）の

月間行使状況、大量行使、行使完了ならびに第４回普通社債及び第５回普通社債の繰上償還に

関するお知らせ」でお知らせしたとおり、第 12 回新株予約権の行使が完了しております。2024

年 12 月 17 日付「資金使途の変更に関するお知らせ」及び 2024 年 12 月 20 日付「（開示事項の

経過）資金使途の変更に関するお知らせ」にて公表のとおり、当社が 2024 年 11月 28 日に第 12

回新株予約権の発行を取締役会にて決議した当時に企図していたビットコインの購入について

は、第４回普通社債及び第５回普通社債の発行により調達した資金により確保し、代わりに、第

４回普通社債及び第５回普通社債を償還するための資金について、第 12 回新株予約権の行使に

よって調達した資金により確保をすることとしたため、変更しております。 

 

第三者割当による第 13 回乃至第 17 回新株予約権の発行 

割 当 日 2025年２月 17日 

発 行 新 株 予 約 権 数 

210,000個 

第 13 回新株予約権：42,000個 

第 14 回新株予約権：42,000個 

第 15 回新株予約権：42,000個 

第 16 回新株予約権：42,000個 

第 17 回新株予約権：42,000個 

発 行 価 額 

総額 76,230,000円 

第 13 回新株予約権１個当たり 363 円 

第 14 回新株予約権１個当たり 363 円 

第 15 回新株予約権１個当たり 363 円 

第 16 回新株予約権１個当たり 363 円 

第 17 回新株予約権１個当たり 363 円 

発 行 時 に お け る 

調 達 予 定 資 金 の 額 

（ 差 引 手 取 概 算 額 ） 

116,313,730,000円 

割 当 先 EVO FUND 

募集時における発行済株式総数 普通株式 39,168,334株 

当該募集による潜在株式数 

普通株式 21,000,000株 

第 13 回新株予約権：4,200,000株 

第 14 回新株予約権：4,200,000株 

第 15 回新株予約権：4,200,000株 

第 16 回新株予約権：4,200,000株 

第 17 回新株予約権：4,200,000株 

現 時 点 に お け る 

行 使 状 況 

行使済新株予約権数：210,000個（残新株予約権数：０個） 

第 13 回新株予約権：42,000個 

第 14 回新株予約権：42,000個 
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第 15 回新株予約権：42,000個 

第 16 回新株予約権：42,000個 

第 17 回新株予約権：42,000個 

現 時 点 に お け る 

調 達 し た 資 金 の 額 

（ 差 引 手 取 概 算 額 ） 

発行価額の総額 76,230,000 円 

行使価額の総額116,655,000,000円 

発行諸費用 417,500,000円 

差引手取概算額116,313,730,000円 

発 行 時 に お け る 

当 初 の 資 金 使 途 

①ビットコインの購入 

②ビットコイン・インカム事業 

発行時における支出予定時期 
①2025 年２月～2027 年２月 

②2025 年２月～2025 年 12月 

資金使途変更後の資金使途 

①社債の償還 

②ビットコインの購入 

③ビットコイン・インカム事業 

資金使途変更後の支出予定時期 

①2025 年２月～2025 年 11月 

②2025 年２月～2027 年２月 

③2025 年２月～2025 年 12月 

現 時 点 に お け る 充 当 状 況 

①社債の償還：全額充当済み 

②ビットコインの購入：全額充当済み 

③ビットコイン・インカム事業：全額充当済み 

（注）2025 年５月 20 日付「当社 21 ミリオン計画の一環として発行した第三者割当による第 13 回乃至

第 17回新株予約権（行使価額修正条項付及び行使停止条項付）の全行使完了に関するお知らせ」

でお知らせしたとおり、第 13 回乃至第 17 回新株予約権の行使が完了しております。2025 年２

月 13 日付、2025 年２月 27日付、2025 年３月 12 日付、2025 年３月 18 日付、2025 年３月 31 日

付、2025 年４月 16 日付、2025 年５月２日付、2025 年５月７日付、2025 年５月９日付及び 2025

年５月 13 日付「資金使途の変更に関するお知らせ」にて公表のとおり、当社が 2025 年１月 28

日に第 13 回乃至第 17 回新株予約権の発行を取締役会にて決議した当時に企図していたビット

コインの購入については、第６回乃至第 15回普通社債の発行により調達した資金により確保し、

代わりに、第６回乃至第 15 回普通社債を償還するための資金について、第 13 回乃至第 17 回新

株予約権の行使によって調達した資金により確保をすることとしたため、変更しております。 

 

第三者割当による第 19 回新株予約権の発行 

割 当 日 2025年５月 26日 

発 行 新 株 予 約 権 数 36,000 個 

発 行 価 額 総額 9,180,000 円（新株予約権１個につき 255 円） 

発 行 時 に お け る 

調 達 予 定 資 金 の 額 

（ 差 引 手 取 概 算 額 ） 

381,730,000 円 

割 当 先 
Eric Trump 

David Bailey 

募集時における発行済株式総数 普通株式 459,906,340 株 

当該募集による潜在株式数 普通株式 3,600,000 株 

現 時 点 に お け る 

行 使 状 況 
行使済新株予約権数：０個（残新株予約権数：36,000個） 

現 時 点 に お け る 

調 達 し た 資 金 の 額 
3,730,000円 
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（ 差 引 手 取 概 算 額 ） 

発 行 時 に お け る 

当 初 の 資 金 使 途 
ビットコインの購入 

発行時における支出予定時期 なし 

現 時 点 に お け る 充 当 状 況 なし 

 

第三者割当による第 20 回乃至第 22 回新株予約権の発行 

割 当 日 2025年６月 23日 

発 行 新 株 予 約 権 数 

5,550,000個 

第 20 回新株予約権：1,850,000個 

第 21 回新株予約権：1,850,000個 

第 22 回新株予約権：1,850,000個 

発 行 価 額 

総額 558,700,000 円 

第 20 回新株予約権１個当たり 114 円 

第 21 回新株予約権１個当たり 99円 

第 22 回新株予約権１個当たり 89円 

発 行 時 に お け る 

調 達 予 定 資 金 の 額 

（ 差 引 手 取 概 算 額 ） 

767,377,700,000円 

割 当 先 EVO FUND 

募集時における発行済株式総数 普通株式 600,714,340 株 

当該募集による潜在株式数 

普通株式 555,000,000 株 

第 20 回新株予約権：185,000,000 株 

第 21 回新株予約権：185,000,000 株 

第 22 回新株予約権：185,000,000 株 

現 時 点 に お け る 

行 使 状 況 

行使済新株予約権数：1,565,600個（残新株予約権数：3,984,400個） 

第 20 回新株予約権：1,565,600個 

第 21 回新株予約権：０個 

第 22 回新株予約権：０個 

現 時 点 に お け る 

調 達 し た 資 金 の 額 

（ 差 引 手 取 概 算 額 ） 

発行価額の総額 558,700,000円 

行使価額の総額 158,366,000,000円 

発行諸費用 3,521,000,000円 

差引手取概算額 155,403,700,000円 

発 行 時 に お け る 

当 初 の 資 金 使 途 

①社債の返済：12,045百万円 

②ビットコインの購入：733,832百万円 

③ビットコイン・インカム事業：20,000百万円 

④運転資金：1,500百万円 

発行時における支出予定時期 

①2025 年６月～2025 年 11月 

②2025 年６月～2027 年６月 

③2025 年６月～2027 年６月 

④2025 年６月～2026 年 12月 

資金使途変更後の資金使途 

①社債の返済：72,310百万円 

②ビットコインの購入：673,567百万円 

③ビットコイン・インカム事業：20,000百万円 

④運転資金：1,500 百万円 
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資金使途変更後の支出予定時期 

①2025年６月～2025年12月 

②2025年６月～2027年６月 

③2025年６月～2027年６月 

④2025 年６月～2026 年 12月 

現 時 点 に お け る 充 当 状 況 

①社債の返済：68,560百万円充当済み 

②ビットコインの購入：102,441百万円充当済み 

③ビットコイン・インカム事業：17,349百万円充当済み 

④運転資金：2026年 12月までに 1,500 百万円充当予定 

（注）１．2025 年６月 16 日付及び 2025 年６月 30 日付「資金使途の変更に関するお知らせ」にて公表

のとおり、当社が 2025 年６月６日に第 20 回乃至第 22 回新株予約権の発行を取締役会にて

決議した当時に企図していたビットコインの購入については、第 18 回及び第 19 回普通社

債の発行により調達した資金により確保し、代わりに、第 18 回及び第 19 回普通社債を償

還するための資金について、第 20 回乃至第 22 回新株予約権の行使によって調達した資金

により確保をすることとしたため、変更しております。 

２．2025 年 12 月８日付で、残存する第 20 回乃至第 22 回新株予約権の全てを取得及び消却して

おります。 

 

公募増資（海外募集） 

払 込 期 日 2025 年９月 16 日 

調 達 資 金 の 額 204,123 百万円（差引手取概算額） 

発 行 価 額 533.39 円 

募 集 時 に お け る 

発 行 済 株 式 数 
普通株式 755,974,340 株 

当 該 募 集 に よ る 

発 行 株 式 数 
普通株式 385,000,000 株 

募 集 後 に お け る 

発 行 済 株 式 総 数 
普通株式 1,140,974,340 株 

発 行 時 に お け る 

当 初 の 資 金 使 途 

①ビットコインの購入：183,711 百万円 

②ビットコイン・インカム事業：20,412 百万円 

発 行 時 に お け る 

支 出 予 定 時 期 

①2025 年９月～2025 年 10月 

②2025 年９月～2025 年 12月 

現 時 点 に お け る 

充 当 状 況 

①ビットコインの購入：全額充当済み 

②ビットコイン・インカム事業：全額充当済み 

 

第三者割当による第 23 回及び第 24 回新株予約権の発行 

割 当 日 2025年 12月８日 

発 行 新 株 予 約 権 数 

2,100,000個 

第 23 回新株予約権：1,050,000個 

第 24 回新株予約権：1,050,000個 

発 行 価 額 

総額 38,850,000円 

第 23 回新株予約権１個当たり 23円 

第 24 回新株予約権１個当たり 14円 

発 行 時 に お け る 

調 達 予 定 資 金 の 額 

（ 差 引 手 取 概 算 額 ） 

147,924,850,000円 

割 当 先 EVO FUND 

募集時における発行済株式総数 普通株式 1,142,274,340株 

当該募集による潜在株式数 普通株式 210,000,000 株 



 

31 

第 23 回新株予約権：105,000,000 株 

第 24 回新株予約権：105,000,000 株 

現 時 点 に お け る 

行 使 状 況 

行使済新株予約権数：０個（残新株予約権数：０個） 

第 23 回新株予約権：０個 

第 24 回新株予約権：０個 

現 時 点 に お け る 

調 達 し た 資 金 の 額 

（ 差 引 手 取 概 算 額 ） 

発行価額の総額 38,850,000 円 

行使価額の総額 ０円 

発行諸費用 584,000,000円 

差引手取概算額 △545,150,000円 

発 行 時 に お け る 

当 初 の 資 金 使 途 

①ビットコインの購入：131,782百万円 

②ビットコイン・インカム事業：14,642百万円 

③運転資金：1,500百万円 

発行時における支出予定時期 

①2025 年 11 月～2027 年 12 月 

②2025 年 11 月～2027 年 12 月 

③2025 年 12 月～2026 年 12 月 

現 時 点 に お け る 充 当 状 況 

①ビットコインの購入：2027年 12月までに全額充当予定 

②ビットコイン・インカム事業：2027年 12月までに全額充当予定 

③運転資金：2026年 12月までに全額充当予定 

 

第三者割当による B 種種類株式の発行（海外募集） 

払 込 期 日 2025 年 12 月 29 日 

調 達 資 金 の 額 21,249,000,000 円（差引手取概算額：20,414,000,000円） 

発 行 価 額 １株当たり 900 円 

募 集 時 に お け る 

発 行 済 株 式 総 数 

普通株式 1,142,274,340 株 

A 種種類株式０株 

B 種種類株式０株 

当該募集による発行株式数 B 種種類株式 23,610,000 株 

募 集 後 に お け る 

発 行 済 株 式 総 数 

（2025 年 12 月 31 日現在） 

普通株式 1,142,274,340 株 

A 種種類株式０株 

B 種種類株式 23,610,000 株 

割 当 先 

Nautical Funding Ltd. 9,444,000 株 

SMALLCAP World Fund, Inc. 5,902,500 株 

Anson Opportunities Master Fund LP 3,344,800 株 

Anson Investments Master Fund LP 2,542,000 株 

Ghisallo Master Fund LP 1,574,000 株 

Anson East Master Fund LP 802,700 株 

発 行 時 に お け る 

当 初 の 資 金 使 途 

①ビットコインの購入：14,998 百万円 

②ビットコイン・インカム事業：1,666 百万円 

③第 19 回普通社債の償還資金：3,750 百万円 

発行時における支出予定時期 

①2025 年 12 月～2026 年３月 

②2025 年 12 月～2026 年３月 

③2025 年 12 月 

現 時 点 に お け る 充 当 状 況 
①ビットコインの購入：全額充当済み 

②ビットコイン・インカム事業：全額充当済み 
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③第 19 回普通社債の償還資金：全額充当済み 

 

以 上 
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別紙１ 割当予定先及び割当株式数 

 

＜本株式＞ 

割当予定先 割当株式数 

Anson Opportunities Master Fund LP 1,533,100 株 

Anson Investments Master Fund LP 3,449,400 株 

Anson East Master Fund LP 1,149,800 株 

Alyeska Master Fund, LP 6,132,300 株 

Brookdale Global Opportunity Fund 1,839,700 株 

Brookdale International Partners, L.P. 2,759,500 株 

Walleye Opportunities Master Fund Ltd. 671,500 株 

Athos Asia Event Driven Master Fund 2,689,600 株 

FMAP ACL Limited 1,790,000 株 

New Holland Tactical Alpha Fund LP 230,600 株 

BlueHarbour MAP I LP 750,600 株 

BB Special Opportunities Fund Ltd 613,200 株 

Inicio Master SPC – Segregated Portfolio A 306,500 株 

Eagle Harbor Multi-Strategy Master Fund Limited 613,200 株 

 

＜本新株予約権＞ 

割当予定先 割当個数 

Anson Opportunities Master Fund LP 9,965 個 

Anson Investments Master Fund LP 22,421 個 

Anson East Master Fund LP 7,474 個 

Alyeska Master Fund, LP 39,860 個 

Brookdale Global Opportunity Fund 11,958 個 

Brookdale International Partners, L.P. 17,937 個 

Walleye Opportunities Master Fund Ltd. 4,365 個 

Athos Asia Event Driven Master Fund 17,483 個 

FMAP ACL Limited 11,635 個 

New Holland Tactical Alpha Fund LP 1,499 個 

BlueHarbour MAP I LP 4,878 個 

BB Special Opportunities Fund Ltd 3,986 個 

Inicio Master SPC – Segregated Portfolio A 1,993 個 

Eagle Harbor Multi-Strategy Master Fund Limited 3,986 個 
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別紙２ 割当予定先の概要 

 

Anson Opportunities Master Fund LP 

（１）名称 Anson Opportunities Master Fund LP 

（２）所在地 
Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, 

Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands 

（３）設立根拠等 ケイマン・リミテッド・パートナー 

（４）組成目的 ヘッジファンド 

（５）組成日 2015 年 11 月 25 日 

（６）出資の総額 300 百万米ドル超 

（７）出資者・出資比

率・出資者の概要 

Anson Opportunities Offshore Fund Ltd. 100％ 

（８）業務執行組合員の

概要 

名称 AOMF GP LLC 

所在地 
16000 Dallas Parkway, Suite 800, Dallas, 

TX 75248 

代表者の役職・氏

名 

開示の同意が得られていないため、記載してい

ません。 

事業内容 
開示の同意が得られていないため、記載してい

ません。 

資本金 
開示の同意が得られていないため、記載してい

ません。 

（９）国内代理人の概要 

名称 該当事項はありません。 

所在地 該当事項はありません。 

代表者の役職・氏

名 

該当事項はありません。 

事業内容 該当事項はありません。 

資本金 該当事項はありません。 

（10）当社と当該ファン

ドとの間の関係 

当社と当該ファン

ドとの間の関係 

該当事項はありません。 

当社と業務執行組

合員との間の関係 

該当事項はありません。 

当社と国内代理人

との間の関係 

該当事項はありません。 

（注）割当予定先の概要の欄は、特記する事項を除き、2026 年１月 28 日現在におけるものです。 
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Anson Investments Master Fund LP 

（１）名称 Anson Investments Master Fund LP 

（２）所在地 
Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, 

Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands 

（３）設立根拠等 ケイマン・リミテッド・パートナー 

（４）組成目的 ヘッジファンド 

（５）組成日 2007 年５月 31 日 

（６）出資の総額 1.3 十億米ドル超 

（７）出資者・出資比

率・出資者の概要 

Anson Investments Offshore Fund Ltd. 

Anson Investments LP 

100％共同保有 

（８）業務執行組合員の

概要 

名称 AIMF GP LLC 

所在地 
16000 Dallas Parkway, Suite 800, Dallas, 

TX 75248 

代表者の役職・氏

名 

開示の同意が得られていないため、記載してい

ません。 

事業内容 
開示の同意が得られていないため、記載してい

ません。 

資本金 
開示の同意が得られていないため、記載してい

ません。 

（９）国内代理人の概要 

名称 該当事項はありません。 

所在地 該当事項はありません。 

代表者の役職・氏

名 

該当事項はありません。 

事業内容 該当事項はありません。 

資本金 該当事項はありません。 

（10）当社と当該ファン

ドとの間の関係 

当社と当該ファン

ドとの間の関係 

該当事項はありません。 

当社と業務執行組

合員との間の関係 

該当事項はありません。 

当社と国内代理人

との間の関係 

該当事項はありません。 

（注）割当予定先の概要の欄は、特記する事項を除き、2026 年１月 28 日現在におけるものです。 
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Anson East Master Fund LP 

（１）名称 Anson East Master Fund LP 

（２）所在地 
Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, 

Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands 

（３）設立根拠等 ケイマン・リミテッド・パートナー 

（４）組成目的 ヘッジファンド 

（５）組成日 2015 年 12 月１日 

（６）出資の総額 400 百万米ドル超 

（７）出資者・出資比

率・出資者の概要 

Anson East Offshore Fund Ltd. 

Anson East LP 

100％共同保有 

（８）業務執行組合員の

概要 

名称 AEMF GP LLC 

所在地 
16000 Dallas Parkway, Suite 800, Dallas, 

TX 75248 

代表者の役職・氏

名 

開示の同意が得られていないため、記載してい

ません。 

事業内容 
開示の同意が得られていないため、記載してい

ません。 

資本金 
開示の同意が得られていないため、記載してい

ません。 

（９）国内代理人の概要 

名称 該当事項はありません。 

所在地 該当事項はありません。 

代表者の役職・氏

名 

該当事項はありません。 

事業内容 該当事項はありません。 

資本金 該当事項はありません。 

（10）当社と当該ファン

ドとの間の関係 

当社と当該ファン

ドとの間の関係 

該当事項はありません。 

当社と業務執行組

合員との間の関係 

該当事項はありません。 

当社と国内代理人

との間の関係 

該当事項はありません。 

（注）割当予定先の概要の欄は、特記する事項を除き、2026 年１月 28 日現在におけるものです。 
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Alyeska Master Fund, LP 

（１）名称 Alyeska Master Fund, LP 

（２）所在地 

Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, 

South Church Street, George Town, Grand Cayman, KY1-1104, 

Cayman Islands, British West Indies 

（３）設立根拠等 ケイマン・リミテッド・パートナー 

（４）組成目的 ヘッジファンド 

（５）組成日 2008 年 

（６）出資の総額 約 20 十億米ドル 

（７）出資者・出資比

率・出資者の概要 

開示の同意が得られていないため、記載していません。  

（８）業務執行組合員の

概要 

名称 Alyeska Fund GP, LLC 

所在地 77 W. Wacker, Suite 700, Chicago IL 60601 

代表者の役職・氏

名 

Jason Bragg, CFO, Alyeska Investment 

Group, LP, investment adviser to Alyeska 

Master Fund, LP 

事業内容 
開示の同意が得られていないため、記載してい

ません。 

資本金 
開示の同意が得られていないため、記載してい

ません。 

（９）国内代理人の概要 

名称 該当事項はありません。 

所在地 該当事項はありません。 

代表者の役職・氏

名 

該当事項はありません。 

事業内容 該当事項はありません。 

資本金 該当事項はありません。 

（10）当社と当該ファン

ドとの間の関係 

当社と当該ファン

ドとの間の関係 

該当事項はありません。 

当社と業務執行組

合員との間の関係 

該当事項はありません。 

当社と国内代理人

との間の関係 

該当事項はありません。 

（注）割当予定先の概要の欄は、特記する事項を除き、2026 年１月 28 日現在におけるものです。 
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Brookdale Global Opportunity Fund 

（１）名称 Brookdale Global Opportunity Fund 

（２）所在地 
Weiss Asset Management LP, 222 Berkeley St, 16th Floor, 

Boston, MA 02116 USA 

（３）設立根拠等 ケイマン諸島法に基づく免税有限責任会社 

（４）組成目的 投資ビークル 

（５）組成日 
1995 年（2000 年７月 10 日に Brookdale Global Opportunity Fund

に名称変更） 

（６）出資の総額 2,443,847,146 米ドル（2025 年 11 月 30 日現在） 

（７）出資者・出資比

率・出資者の概要 

Andrew Weiss 10％以上 

その他は開示の同意が得られていないため、記載していません。  

（８）業務執行組合員の

概要 

名称 該当事項はありません。 

所在地 該当事項はありません。 

代表者の役職・氏

名 

該当事項はありません。 

事業内容 該当事項はありません。 

資本金 該当事項はありません。 

（９）国内代理人の概要 

名称 該当事項はありません。 

所在地 該当事項はありません。 

代表者の役職・氏

名 

該当事項はありません。 

事業内容 該当事項はありません。 

資本金 該当事項はありません。 

（10）当社と当該ファン

ドとの間の関係 

当社と当該ファン

ドとの間の関係 

該当事項はありません。 

当社と業務執行組

合員との間の関係 

該当事項はありません。 

当社と国内代理人

との間の関係 

該当事項はありません。 

（注）割当予定先の概要の欄は、特記する事項を除き、2026 年１月 28 日現在におけるものです。 
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Brookdale International Partners, L.P. 

（１）名称 Brookdale International Partners, L.P. 

（２）所在地 
Weiss Asset Management LP, 222 Berkeley St, 16th Floor, 

Boston, MA 02116 USA 

（３）設立根拠等 ニューヨーク州法に基づくリミテッド・パートナーシップ 

（４）組成目的 投資ビークル 

（５）組成日 1994 年２月 17 日 

（６）出資の総額 2,025,417,912 米ドル（2025 年 11 月 30 日現在） 

（７）出資者・出資比

率・出資者の概要 

Andrew Weiss 10％以上 

その他は開示の同意が得られていないため、記載していません。 

（８）業務執行組合員の

概要 

名称 BIP GP LLC 

所在地 
222 Berkeley St, 16th Floor, Boston, MA 

02116 USA 

代表者の役職・氏

名 

該当事項はありません。 

事業内容 
投資ビークルのジェネラル・パートナーを務め

ること。 

資本金 該当事項はありません。 

（９）国内代理人の概要 

名称 該当事項はありません。 

所在地 該当事項はありません。 

代表者の役職・氏

名 

該当事項はありません。 

事業内容 該当事項はありません。 

資本金 該当事項はありません。 

（10）当社と当該ファン

ドとの間の関係 

当社と当該ファン

ドとの間の関係 

該当事項はありません。 

当社と業務執行組

合員との間の関係 

該当事項はありません。 

当社と国内代理人

との間の関係 

該当事項はありません。 

（注）割当予定先の概要の欄は、特記する事項を除き、2026 年１月 28 日現在におけるものです。 
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Walleye Opportunities Master Fund Ltd. 

（１）名称 Walleye Opportunities Master Fund Ltd. 

（２）所在地 ケイマン諸島 

（３）設立根拠等 有限責任会社 

（４）組成目的 ヘッジファンド 

（５）組成日 2018 年６月 22 日 

（６）出資の総額 開示の同意が得られていないため、記載していません。 

（７）出資者・出資比

率・出資者の概要 

開示の同意が得られていないため、記載していません。 

（８）業務執行組合員の

概要 

名称 

該当事項はありません。なお、Athos Capital 

Limited が割当予定先の投資アドバイザーを務

めています。 

所在地 該当事項はありません。 

代表者の役職・氏

名 

該当事項はありません。 

事業内容 該当事項はありません。 

資本金 該当事項はありません。 

（９）国内代理人の概要 

名称 該当事項はありません。 

所在地 該当事項はありません。 

代表者の役職・氏

名 

該当事項はありません。 

事業内容 該当事項はありません。 

資本金 該当事項はありません。 

（10）当社と当該ファン

ドとの間の関係 

当社と当該ファン

ドとの間の関係 

該当事項はありません。 

当社と業務執行組

合員との間の関係 

該当事項はありません。 

当社と国内代理人

との間の関係 

該当事項はありません。 

（注）割当予定先の概要の欄は、特記する事項を除き、2026 年１月 28 日現在におけるものです。 
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Athos Asia Event Driven Master Fund 

（１）名称 Athos Asia Event Driven Master Fund 

（２）所在地 

Maples Corporate Services Limited, PO Box309, Ugland House, 

South Church Street, George Town, Grand Cayman KY1-1104, 

Cayman Islands 

（３）設立根拠等 ケイマン諸島法に基づく免税有限責任会社 

（４）組成目的 投資ビークル 

（５）組成日 2012 年３月 12 日 

（６）出資の総額 開示の同意が得られていないため、記載していません。 

（７）出資者・出資比

率・出資者の概要 

開示の同意が得られていないため、記載していません。 

（８）業務執行組合員の

概要 

名称 

該当事項はありません。なお、Athos Capital 

Limited が割当予定先の投資アドバイザーを務

めています。 

所在地 該当事項はありません。 

代表者の役職・氏

名 

該当事項はありません。  

事業内容 該当事項はありません。 

資本金 該当事項はありません。 

（９）国内代理人の概要 

名称 該当事項はありません。 

所在地 該当事項はありません。 

代表者の役職・氏

名 

該当事項はありません。 

事業内容 該当事項はありません。 

資本金 該当事項はありません。 

（10）当社と当該ファン

ドとの間の関係 

当社と当該ファン

ドとの間の関係 

該当事項はありません。 

当社と業務執行組

合員との間の関係 

該当事項はありません。 

当社と国内代理人

との間の関係 

該当事項はありません。 

（注）割当予定先の概要の欄は、特記する事項を除き、2026 年１月 28 日現在におけるものです。 
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FMAP ACL Limited 

（１）名称 FMAP ACL Limited 

（２）所在地 ケイマン諸島 

（３）設立根拠等 有限責任会社 

（４）組成目的 ヘッジファンド 

（５）組成日 2015 年４月 10 日 

（６）出資の総額 開示の同意が得られていないため、記載していません。 

（７）出資者・出資比

率・出資者の概要 

開示の同意が得られていないため、記載していません。 

（８）業務執行組合員の

概要 

名称 

該当事項はありません。なお、Athos Capital 

Limited が割当予定先の投資アドバイザーを務

めています。 

所在地 該当事項はありません。 

代表者の役職・氏

名 

該当事項はありません。 

事業内容 該当事項はありません。 

資本金 該当事項はありません。 

（９）国内代理人の概要 

名称 該当事項はありません。 

所在地 該当事項はありません。 

代表者の役職・氏

名 

該当事項はありません。 

事業内容 該当事項はありません。 

資本金 該当事項はありません。 

（10）当社と当該ファン

ドとの間の関係 

当社と当該ファン

ドとの間の関係 

該当事項はありません。 

当社と業務執行組

合員との間の関係 

該当事項はありません。 

当社と国内代理人

との間の関係 

該当事項はありません。 

（注）割当予定先の概要の欄は、特記する事項を除き、2026 年１月 28 日現在におけるものです。 
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New Holland Tactical Alpha Fund LP 

（１）名称 New Holland Tactical Alpha Fund LP 

（２）所在地 ケイマン諸島 

（３）設立根拠等 有限責任会社 

（４）組成目的 ヘッジファンド 

（５）組成日 2021 年２月 25 日 

（６）出資の総額 開示の同意が得られていないため、記載していません。 

（７）出資者・出資比

率・出資者の概要 

開示の同意が得られていないため、記載していません。 

（８）業務執行組合員の

概要 

名称 

該当事項はありません。なお、Athos Capital 

Limited が割当予定先の投資アドバイザーを務

めています。 

所在地 該当事項はありません。 

代表者の役職・氏

名 

該当事項はありません。 

事業内容 該当事項はありません。 

資本金 該当事項はありません。 

（９）国内代理人の概要 

名称 該当事項はありません。 

所在地 該当事項はありません。 

代表者の役職・氏

名 

該当事項はありません。 

事業内容 該当事項はありません。 

資本金 該当事項はありません。 

（10）当社と当該ファン

ドとの間の関係 

当社と当該ファン

ドとの間の関係 

該当事項はありません。 

当社と業務執行組

合員との間の関係 

該当事項はありません。 

当社と国内代理人

との間の関係 

該当事項はありません。 

（注）割当予定先の概要の欄は、特記する事項を除き、2026 年１月 28 日現在におけるものです。 
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BlueHarbour MAP I LP 

（１）名称 BlueHarbour MAP I LP 

（２）所在地 ケイマン諸島 

（３）設立根拠等 有限責任会社 

（４）組成目的 ヘッジファンド 

（５）組成日 2024 年３月 25 日 

（６）出資の総額 開示の同意が得られていないため、記載していません。 

（７）出資者・出資比

率・出資者の概要 

開示の同意が得られていないため、記載していません。 

（８）業務執行組合員の

概要 

名称 

該当事項はありません。なお、Athos Capital 

Limited が割当予定先の投資アドバイザーを務

めています。 

所在地 該当事項はありません。 

代表者の役職・氏

名 

該当事項はありません。 

事業内容 該当事項はありません。 

資本金 該当事項はありません。 

（９）国内代理人の概要 

名称 該当事項はありません。 

所在地 該当事項はありません。 

代表者の役職・氏

名 

該当事項はありません。 

事業内容 該当事項はありません。 

資本金 該当事項はありません。 

（10）当社と当該ファン

ドとの間の関係 

当社と当該ファン

ドとの間の関係 

該当事項はありません。 

当社と業務執行組

合員との間の関係 

該当事項はありません。 

当社と国内代理人

との間の関係 

該当事項はありません。 

（注）割当予定先の概要の欄は、特記する事項を除き、2026 年１月 28 日現在におけるものです。 

 

  



 

45 

BB Special Opportunities Fund Ltd 

（１）名称 BB Special Opportunities Fund Ltd 

（２）所在地 
89 Nexus Way Clifton House 75 Fort Street Grand Cayman Camana 

Bay, KY1-9009 

（３）設立根拠等 有限責任会社 

（４）組成目的 投資ビークル 

（５）組成日 2015 年６月 24 日 

（６）出資の総額 開示の同意が得られていないため、記載していません。 

（７）出資者・出資比

率・出資者の概要 

開示の同意が得られていないため、記載していません。 

（８）業務執行組合員の

概要 

名称 Nursery Road Capital Management Limited 

所在地 London, UK 

代表者の役職・氏

名 

Nicholas Lewis, COO 

事業内容 投資マネージャー 

資本金 
開示の同意が得られていないため、記載してい

ません。 

（９）国内代理人の概要 

名称 該当事項はありません。 

所在地 該当事項はありません。 

代表者の役職・氏

名 

該当事項はありません。 

事業内容 該当事項はありません。 

資本金 該当事項はありません。 

（10）当社と当該ファン

ドとの間の関係 

当社と当該ファン

ドとの間の関係 

該当事項はありません。 

当社と業務執行組

合員との間の関係 

該当事項はありません。 

当社と国内代理人

との間の関係 

該当事項はありません。 

（注）割当予定先の概要の欄は、特記する事項を除き、2026 年１月 28 日現在におけるものです。 
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Inicio Master SPC – Segregated Portfolio A 

（１）名称 Inicio Master SPC – Segregated Portfolio A 

（２）所在地 PO BOX 309, Ugland House KY1-1104 George Town, Cayman Islands 

（３）設立根拠等 ケイマン諸島法に基づく免税有限責任会社 

（４）組成目的 投資ビークル 

（５）組成日 2023 年６月 14 日 

（６）出資の総額 開示の同意が得られていないため、記載していません。 

（７）出資者・出資比

率・出資者の概要 

開示の同意が得られていないため、記載していません。 

（８）業務執行組合員の

概要 

名称 Nursery Road Capital Management Limited 

所在地 London, UK 

代表者の役職・氏

名 

Nicholas Lewis, COO 

事業内容 投資マネージャー 

資本金 
開示の同意が得られていないため、記載してい

ません。 

（９）国内代理人の概要 

名称 該当事項はありません。 

所在地 該当事項はありません。 

代表者の役職・氏

名 

該当事項はありません。 

事業内容 該当事項はありません。 

資本金 該当事項はありません。 

（10）当社と当該ファン

ドとの間の関係 

当社と当該ファン

ドとの間の関係 

該当事項はありません。 

当社と業務執行組

合員との間の関係 

該当事項はありません。 

当社と国内代理人

との間の関係 

該当事項はありません。 

（注）割当予定先の概要の欄は、特記する事項を除き、2026 年１月 28 日現在におけるものです。 
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Eagle Harbor Multi-Strategy Master Fund Limited 

（１）名称 Eagle Harbor Multi-Strategy Master Fund Limited 

（２）所在地 ケイマン諸島 

（３）設立根拠等 有限責任会社 

（４）組成目的 投資ビークル 

（５）組成日 2020 年７月 15 日 

（６）出資の総額 開示の同意が得られていないため、記載していません。 

（７）出資者・出資比

率・出資者の概要 

開示の同意が得られていないため、記載していません。 

（８）業務執行組合員の

概要 

名称 Nursery Road Capital Management Limited 

所在地 London, UK 

代表者の役職・氏

名 

Nicholas Lewis, COO 

事業内容 投資マネージャー 

資本金 
開示の同意が得られていないため、記載してい

ません。 

（９）国内代理人の概要 

名称 該当事項はありません。 

所在地 該当事項はありません。 

代表者の役職・氏

名 

該当事項はありません。 

事業内容 該当事項はありません。 

資本金 該当事項はありません。 

（10）当社と当該ファン

ドとの間の関係 

当社と当該ファン

ドとの間の関係 

該当事項はありません。 

当社と業務執行組

合員との間の関係 

該当事項はありません。 

当社と国内代理人

との間の関係 

該当事項はありません。 

（注）割当予定先の概要の欄は、特記する事項を除き、2026 年１月 28 日現在におけるものです。 
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（別添） 

株式会社メタプラネット 

普通株式発行要項 

 

１．募集株式の種類 

当社普通株式 

 

２．募集株式の数 

24,529,000株 

 

３．払込金額 

１株につき 499円 

 

４．払込金額の総額 

12,239,971,000円 

 

５．増加する資本金及び増加する資本準備金の額 

増加する資本金の額  6,119,985,500円 

増加する資本準備金の額 6,119,985,500円 

 

６．募集の方法 

第三者割当ての方法により、新株式を以下のとおり割り当てる。 

Anson Opportunities Master Fund LP  1,533,100株 

Anson Investments Master Fund LP  3,449,400株 

Anson East Master Fund LP  1,149,800株 

Alyeska Master Fund, LP  6,132,300株 

Brookdale Global Opportunity Fund  1,839,700株 

Brookdale International Partners, L.P.  2,759,500株 

Walleye Opportunities Master Fund Ltd.  671,500株 

Athos Asia Event Driven Master Fund  2,689,600株 

FMAP ACL Limited  1,790,000株 

New Holland Tactical Alpha Fund LP  230,600株 

BlueHarbour MAP I LP  750,600株 

BB Special Opportunities Fund Ltd  613,200株 

Inicio Master SPC – Segregated Portfolio A  306,500株 

Eagle Harbor Multi-Strategy Master Fund Limited 613,200株 

 

７．払込期日 

2026 年２月 13日 
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株式会社メタプラネット第 25回新株予約権 

発 行 要 項 

 

１．本新株予約権の名称 

 株式会社メタプラネット第 25 回新株予約権（以下「本新株予約権」という｡） 

２．申 込 期 間 

 2026 年２月 10 日 

３．割 当 日 

 2026 年２月 13 日 

４．払 込 期 日 

 2026 年２月 13 日 

５．募 集 の 方 法 

 第三者割当ての方法により、本新株予約権を以下のとおり割り当てる。 

Anson Opportunities Master Fund LP 9,965個 

Anson Investments Master Fund LP 22,421個 

Anson East Master Fund LP 7,474個 

Alyeska Master Fund, LP 39,860 個 

Brookdale Global Opportunity Fund 11,958 個 

Brookdale International Partners, L.P. 17,937 個 

Walleye Opportunities Master Fund Ltd. 4,365個 

Athos Asia Event Driven Master Fund 17,483 個 

FMAP ACL Limited 11,635 個 

New Holland Tactical Alpha Fund LP 1,499個 

BlueHarbour MAP I LP 4,878個 

BB Special Opportunities Fund Ltd 3,986個 

Inicio Master SPC – Segregated Portfolio A 1,993個 

Eagle Harbor Multi-Strategy Master Fund Limited 3,986個 

６．本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

(１) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式 15,944,000 株とする

（本新株予約権１個当たりの目的たる株式の数（以下「割当株式数」という｡）は 100株と

する｡）。但し、下記第(２)号乃至第(５)号により割当株式数が調整される場合には、本新

株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。 

(２) 当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合（以下「株式分割等」と総称する。）を

行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる１株未満

の端数は切り捨てる。 
調整後割当株式数＝調整前割当株式数×株式分割等の比率 

(３) 当社が第 11 項の規定に従って行使価額（第９項第(２)号に定義する｡）の調整を行う場

合（但し、株式分割等を原因とする場合を除く。）には、割当株式数は次の算式により調整
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される。但し、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における

調整前行使価額及び調整後行使価額は、第 11項に定める調整前行使価額及び調整後行使価

額とする。 

調整後割当株式数 ＝ 
調 整 前 割 当 株 式 数  × 調 整 前 行 使 価 額  

調整後行使価額 

(４) 本項に基づく調整において、調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る第 11項

第(２)号及び第(５)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用

する日と同日とする。 

(５) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、

本新株予約権に係る新株予約権者（以下「本新株予約権者」という。）に対し、かかる調整

を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他

必要な事項を書面で通知する。但し、第 11項第(２)号⑤に定める場合その他適用開始日の

前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 

７．本新株予約権の総数 

 159,440個 

８．各本新株予約権の払込金額 

 金 523円（本新株予約権の目的である株式１株当たり 5.23 円） 

９．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

(１) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割

当株式数を乗じた額とする。 

(２) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式１株当たりの金銭の額（以下「行

使価額」という｡）は、当初 547円とする。 

10．行使価額の修正 

該当事項なし。 

11．行使価額の調整 

(１) 当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記第(２)号に掲げる各事由により当社の普通

株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式（以下

「行使価額調整式」という｡）をもって行使価額を調整する。 

      新 発 行 ・ 

処分株式数 
× １株当たりの 

払 込 金 額 

調 整 後

行使価額 
＝ 調 整 前

行使価額 
× 

既発行

株式数 
＋ 

時 価 

既発行株式数 ＋ 新発行・処分株式数 

(２) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期につい

ては、次に定めるところによる。 

① 下記第(４)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、

又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合（無償割当てによる場合を含む｡）（但

し、譲渡制限付株式報酬制度に基づき株式を交付する場合、新株予約権（新株予約権付
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社債に付されたものを含む｡）の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、そ

の他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、

及び会社分割、株式交換、株式交付又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く｡） 

調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、

無償割当ての場合はその効力発生日とする｡）以降、又はかかる発行若しくは処分につき

株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを

適用する。 

② 株式の分割により普通株式を発行する場合 

調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。 

③ 下記第(４)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定め

のある取得請求権付株式又は下記第(４)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当

社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む｡）

を発行又は付与する場合（無償割当てによる場合を含む。但し、ストックオプション制

度に基づき新株予約権を交付する場合を除く。） 

調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部

が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、

払込期日（新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の場合は割当日）

以降又は（無償割当ての場合は）効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当て

を受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。 

④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付さ

れたものを含む｡）の取得と引換えに下記第(４)号②に定める時価を下回る価額をもって

当社普通株式を交付する場合 

調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 

上記にかかわらず、当該取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社

債に付されたものを含む｡）に関して、当該調整前に上記③による行使価額の調整が行わ

れている場合には、調整後行使価額は、当該調整を考慮して算出するものとする。 

⑤ 上記①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降

の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記①乃至

③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。

この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行

使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。 

 

株式数 

 

＝ 

調 整 前 

行使価額 
－ 

調 整 後 

行使価額 
× 

調 整 前 行 使 価 額 に よ り  

当該期間内に交付された株式数 

調整後行使価額 

この場合、１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。 

(３) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が１円未満

にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする
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事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて

調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。 

(４)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨

五入する。 

② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日（但し、上記

第(２)号⑤の場合は基準日）に先立つ 45 取引日目に始まる 30 取引日（終値のない日数

を除く｡）の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値とする。こ

の場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。 

③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるため

の基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初

めて適用する日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日にお

いて当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記第(２)号②の場合に

は、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当

社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする｡ 

(５) 上記第(２)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社

は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。 

① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換、株式交付又は合併のために行使価額の

調整を必要とするとき。 

② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により

行使価額の調整を必要とするとき。 

③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使

価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があ

るとき。 

(６) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本

新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価

額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(２)号⑤に定める

場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日

以降速やかにこれを行う。 

12．本新株予約権を行使することができる期間 

2026年２月 16日から 2027年２月 15日までとする。 

13．その他の本新株予約権の行使の条件 

各本新株予約権の一部行使はできない。 

14．本新株予約権の取得 

該当事項なし。 

15．本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金 

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第

17 条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に 0.5を乗じた金額とし、計算
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の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金

の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 

16．本新株予約権の行使請求の方法 

(１) 本新株予約権を行使する場合、第 12項記載の本新株予約権を行使することができる期間

中に第 19項記載の行使請求受付場所に対して、行使請求に必要な事項を通知するものとす

る。 

(２) 本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際

して出資される財産の価額の全額を現金にて第 20項に定める払込取扱場所の当社が指定す

る口座に振り込むものとする。 

(３) 本新株予約権の行使請求の効力は、第 19項記載の行使請求受付場所に対する行使請求に

必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産

の価額の全額が前号に定める口座に入金された日に発生する。 

17．新株予約権証券の不発行 

当社は、本新株予約権に関して、新株予約権証券を発行しない。 

18．本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由 

本発行要項及び割当先との間で締結する予定の第三者割当て契約に定められた諸条件を考

慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、当社

の株価、当社株式の流動性、割当先の権利行使行動及び割当先の株式保有動向等について一

定の前提を置いて評価した結果を参考に、本新株予約権１個の払込金額を第８項記載のとお

りとした。さらに、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は第９項記載のとお

りとした。 

19．行使請求受付場所 

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 

20．払込取扱場所 

株式会社三井住友銀行 渋谷駅前支店 

21．社債、株式等の振替に関する法律の適用等 

 本新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全

部について同法の規定の適用を受ける。また、本新株予約権の取扱いについては、株式会社

証券保管振替機構の定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従う。 

22．振替機関の名称及び住所 

 株式会社証券保管振替機構 

 東京都中央区日本橋兜町７番１号 

23．その他 

 その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社代表取締役社長に一任する。 

 

以  上 
 


